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一
　
序

1　

問
題
状
況
と
課
題
設
定

　
わ
が
国
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
統
治
構
造
改
革
に
よ
っ
て
、
内
閣
の
機
能
強
化
が
推
進
さ
れ
、
政
官
関
係
の
構
図
は
大
き
く
変
更
さ

れ（
1
）た。
政
治
行
政
改
革
か
ら
四
半
世
紀
を
経
た
現
在
、「
政
治
主
導
」
の
功
罪
は
既
に
様
々
な
媒
体
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
学
の
観

点
か
ら
は
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
理
論
の
適
否
が
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
。
統
治
構
造
改
革
に
理
論
的
な
指
針
を
与
え
た
行
政
改
革
会
議

の
最
終
報
告
書
で
は
、
官
僚
集
団
の
分
断
性
や
割
拠
性
が
批
判
さ
れ
た
一
方
、「
国
政
全
体
を
見
渡
し
た
総
合
的
、
戦
略
的
な
政
策
判
断

と
機
動
的
な
意
思
決
定
を
な
し
得
る
行
政
シ
ス
テ
ム
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
内
閣
の
機
能
強
化
が
目
指
さ
れ（
2
）た。
こ
こ
に
は
、「
国
務

を
総
理
す
る
」
内
閣
の
政
治
主
導
力
を
高
め
る
こ
と
で
民
主
的
な
責
任
行
政
の
強
化
を
目
指
す
、
当
時
の
有
力
学
説
と
の
強
い
親
和
性
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き（
3
）る。
実
際
、
統
治
構
造
改
革
で
は
、
憲
法
規
範
の
具
体
化
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
、
実
定
制
度
の
改
革

が
断
行
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
内
閣
を
執
政
中
枢
と
し
て
再
編
す
る
た
め
、
首
相
及
び
内
閣
の
補
佐
支
援
体
制
が
強
化
さ
れ
た
他
、
内

閣
が
実
際
に
政
策
形
成
の
場
で
指
導
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
、
予
算
編
成
や
人
事
管
理
の
局
面
で
総
合
調
整
を
行
え
る
よ
う
に
統
轄
権
能

の
強
化
が
図
ら
れ（
4
）た。

結
果
、
政
策
形
成
の
過
程
は
内
閣
の
下
に
大
幅
に
集
権
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
連
の
行
政
改
革
で
は
、
執
政
中
枢
と
し
て
の
内
閣
の
役
割
が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
行
政
各

部
が
果
た
す
べ
き
規
範
的
役
割
に
つ
い
て
積
極
的
な
検
討
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
近
時
で
は
、
過
剰
な
政
治
主
導
を
原
因
と

し
た
官
僚
機
構
の
機
能
不
全
（
専
門
的
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
喪
失
）
が
顕
在
化
す
る
な
か
、
政
治
主
導
の
時
代
に
改
め
て
官
僚
機
構
に
固
有
の

機
能
を
再
検
討
す
る
気
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ（
5
）る。
こ
の
点
、
憲
法
学
説
で
も
、
行
政
内
部
で
の
抑
制
均
衡
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
、
官

僚
機
構
の
専
門
的
自
律
性
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
て
い（
6
）る。

こ
う
し
た
背
景
の
下
、
本
稿
は
、
行
政
の
専
門
的
自
律
性
を
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見
直
す
べ
く
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
説
に
お
け
る
最
近
の
動
向
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
公
法
学
説
で
は
、
グ
ッ
ト
ナ
ウ
（Frank J. G

oodnow

）
や
ラ
ン
デ
ィ
ス
（Jam

es M
. Landis

）
以
降
、
職
業
公
務
員
制
度

の
導
入
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
行
政
を
専
門
性
の
領
域
と
し
て
捉
え
る
法
理
念
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
お
け
る
官

僚
統
治
の
実
践
を
支
え
る
に
至
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
、
行
政
の
民
主
的
正
当
性
を
強
化
す
る
観
点
か

ら
、
大
統
領
主
導
の
集
権
的
な
行
政
管
理
を
拡
充
す
る
行
政
改
革
が
進
め
ら
れ
、
学
説
で
も
こ
う
し
た
動
向
を
積
極
的
に
評
価
す
る
見
解

が
有
力
と
な
っ
た
。
ケ
ー
ガ
ン
（Elena Kagan

）
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
（Presidential Adm

inistration

）」
論
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
行
政
管
理
の
集
権
化
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
今
度
は
そ
の
反
作
用
と
し
て
、
行
政
内
部
で
の
専
門
的
チ
ェ
ッ
ク
を
迂
回
し
独

断
的
に
政
治
主
導
を
断
行
す
る
大
統
領
の
専
制
性
が
、
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
近
時
学
説
で
は
、「
行
政
府

内
に
お
け
る
権
力
分
立
（adm

inistrative separation of pow
ers

）」
論
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
行
政
機
構
の
内
部

は
大
統
領
だ
け
で
な
く
、
職
業
公
務
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
官
僚
集
団
に
よ
っ
て
分
権
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
職
業
公
務
員
は
、
行
政
内

部
で
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
構
成
し
、
専
門
性
の
観
点
か
ら
内
部
的
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
を
再
評
価
す
る
、
こ
の
議
論
は
、
憲
法
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
ズ
（Jon D. M

ichaels

）
を
中
心
に
、
カ
ー
チ
ル
（N

eal 

K. Katyal

）
や
メ
ッ
ツ
ガ
ー
（G

illian E. M
etzger

）
な
ど
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
近
時
そ
の
支
持
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ

け
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
と
民
営
化
が
同
時
に
進
行
す
る
な
か
で
、
改
め
て
官
僚
機
構
の
専
門
的
自
律
性
を
憲
法
的
に
再

評
価
す
る
も
の
で
あ
る
（
但
し
、
民
営
化
の
問
題
は
今
回
の
検
討
対
象
か
ら
外
れ
る
）。
そ
の
な
か
で
彼
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
に
支
え
ら

れ
た
行
政
府
内
部
の
分
権
性
を
憲
法
的
に
再
評
価
し
、
職
業
公
務
員
が
、
大
統
領
の
党
派
性
や
独
断
主
義
を
牽
制
す
る
役
割
を
担
う
べ
き

だ
と
の
主
張
を
展
開
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
、
組
織
設
計
や
司
法
審
査
の
問
題
に
結
び
付
け
て
論
じ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
か
か
る
理
論
動
向
を
分
析
・
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
連

の
行
政
改
革
を
通
じ
て
行
政
管
理
の
集
権
化
が
強
化
さ
れ
て
き
た
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
が
、
こ
う
し
た
実
態
に
ど
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の
よ
う
な
反
省
的
視
点
を
提
示
し
得
た
の
か
を
問
題
と
し
、
そ
う
し
た
検
討
作
業
を
通
じ
て
、
行
政
の
機
能
や
組
織
に
関
す
る
法
理
論
が
、

ど
の
よ
う
に
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
か
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

2　

本
稿
の
構
成

　
ま
ず
、
第
二
章
か
ら
第
三
章
ま
で
で
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
以
前
の
実
務
及
び
学
説
状
況
の
分
析
を
行
う
。
こ
の
パ
ー
ト
の
目
的
は
、
マ
イ
ケ

ル
ズ
の
批
判
対
象
と
な
っ
た
実
務
や
学
説
を
検
討
し
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
何
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
明
晰
な
認

識
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
公
法
学
説
で
は
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
職
業
公
務
員
制
度
が
確
立
し
て
以
降
、
行
政
を
専
門
性
の

領
域
と
し
て
把
握
す
る
法
伝
統
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
お
け
る
官
僚
統
治
の
実
践
を
支
え
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、

ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
、
こ
れ
と
は
異
な
る
理
論
潮
流
が
生
ま
れ
た
。
行
政
の
民
主
的
正
統
性
を
強
化
す
る
理
念
の
下
、
行

政
管
理
の
集
権
化
を
進
め
る
行
政
改
革
が
断
続
的
に
進
行
し
、
最
終
的
に
は
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
定
着
と
い
う
形
に
落
着
し
た
。
組
織
・
人

事
・
政
策
調
整
の
各
局
面
で
大
統
領
の
指
揮
監
督
権
が
強
化
さ
れ
た
結
果
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
（politicization

）
が
進
行
し
た
。
こ
う

し
た
行
政
モ
デ
ル
の
変
化
は
、
公
法
学
説
の
領
域
で
は
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
と
し
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
。

　
も
っ
と
も
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
の
進
行
は
、
行
政
の
専
門
的
自
律
性
を
著
し
く
減
退
さ
せ
、
そ
の
こ
と
へ
の
自
覚
的
な
認
識
が
、
法

理
論
の
刷
新
を
求
め
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
を
第
三
章
第
二
節
及
び
第
四
章
で
行
う
。
特
に
第
四
章
で
は
、
マ
イ

ケ
ル
ズ
の
議
論
に
着
想
を
与
え
た
学
説
及
び
判
例
を
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
学
説
の
継
受
関
係
を
意
識
し
な
が
ら
、
第
五
章
で
マ
イ

ケ
ル
ズ
の
学
説
の
検
討
を
行
う
。
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二
　
行
政
の
誕
生
と
行
政
管
理
の
集
権
化

㈠
　
公
法
学
説
に
お
け
る
行
政
概
念
の
誕
生

1　

メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
と
行
政

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
行
政
（adm

inistration

）
が
固
有
の
統
治
領
域
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
の

公
務
員
制
度
改
革
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
、
行
政
組
織
が
政
党
の
党
派
的
支
配
か
ら

切
り
離
さ
れ
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
行
政
が
科
学
的
専
門
性
に
支
え
ら
れ
た
政
治
的
中
立
性
の
領
分
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た（
7
）。
こ
う
し
た
革
新
主
義
の
時
代
思
潮
と
並
行
し
て
、
公
法
学
説
に
お
い
て
も
行
政
概
念
の
固
有
性
が
意
識
的
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
行
政
法
学
者
の
グ
ッ
ト
ナ
ウ
は
、
一
九
〇
〇
年
公
刊
の
『
政
治
と
行
政
』
の
な
か
で
、
行
政
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い（
8
）る。

　
現
実
に
は
、
政
治
（politics

）
か
ら
切
断
さ
れ
た
行
政
と
い
う
大
き
な
区
分
が
存
在
し
て
い
る
。
行
政
は
、
政
治
組
織
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
、

完
全
で
は
な
い
に
せ
よ
、
大
き
く
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
行
政
が
政
治
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
、
科
学
や
司
法
作

用
、
ま
た
は
企
業
の
事
業
活
動
に
準
ず
る
よ
う
な
領
域
を
包
含
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
グ
ッ
ト
ナ
ウ
が
、
行
政
を
政
治
か
ら
切
り
離
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
と
き
、
彼
が
そ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
ス
ポ
イ
ル
ズ
・

シ
ス
テ
ム
か
ら
の
離
脱
を
目
指
し
た
公
務
員
制
度
改
革
の
理
念
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
以
降
、
個
々
の
行
政
職

を
、
政
治
協
力
の
見
返
り
と
し
て
授
与
す
る
戦
利
品
（spoils

）
と
し
て
捉
え
る
慣
行
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
政
党
と
行
政
組
織
と
の

一
体
化
が
極
度
に
ま
で
進
行
し
た
結
果
、
法
執
行
を
担
う
行
政
事
務
は
「
党
派
的
で
不
公
正
、
非
効（
9
）率」

な
も
の
に
な
っ
た
、
と
グ
ッ
ト
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ナ
ウ
は
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
八
三
年
の
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
）
₁₀
（
法
に
基
づ
く
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
は
、
公
務
員
の
採
用
に
客
観

的
な
競
争
採
用
試
験
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
政
党
に
よ
る
情
実
任
用
を
排
し
、
行
政
の
政
治
的
中
立
性
を
確
保
し
よ
う
す
る
と
こ
ろ
に
狙

い
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
グ
ッ
ト
ナ
ウ
は
、
行
政
作
用
の
専
門
性
が
、
行
政
組
織
内
部
の
自
律
し
た
専
門
職
の
存
在
に
よ
っ

て
担
保
さ
れ
て
い
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
述
べ
て
い
る
。
行
政
機
関
の
職
員
は
「
任
期
の
恒
久
性
を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
業
務
の
卓
越
性
は
、
そ
の
人
員
が
専
門
家
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
左
右
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

専
門
家
た
る
た
め
に
は
多
く
の
場
合
長
期
の
就
業
を
必
要
と
す
る
た
め
で
あ
）
₁₁
（
る
」。

　
こ
の
よ
う
に
、
グ
ッ
ト
ナ
ウ
は
、
行
政
作
用
を
、
専
門
性
の
領
域
と
し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
作
用
を
組
織
的
に
担
保

す
る
た
め
、
職
業
公
務
員
制
を
創
設
し
、
政
治
家
に
よ
る
党
派
的
な
解
任
か
ら
公
務
員
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
革
新
主
義
的
な
主
張
は
、
公
務
員
制
度
を
嚮
導
す
る
新
し
い
規
範
的
理
念
と
し
て
、
実
定
法
上
の
制
度
を
改
革
し
て
い

く
原
動
力
と
な
っ
た
。
一
八
八
三
年
の
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
で
は
、
①
競
争
採
用
試
験
の
導
入
、
②
公
務
員
と
政
党
組
織
と
の
切
断
規
定

（「
全
て
職
員
は
、
政
治
献
金
ま
た
は
政
治
的
奉
仕
活
動
を
行
う
義
務
を
負
わ
ず
、
そ
れ
ら
の
拒
否
を
理
由
に
解
職
そ
の
他
の
不
利
益
処
分
を
受
け
な
い
」

（
第
二
条
第
二
節
第
五
）
₁₂
（
項
））、
③
人
事
行
政
を
所
管
す
る
機
関
と
し
て
の
連
邦
人
事
委
員
会
（Civil Service Com

m
ission

）
の
創
設
、
が
定

め
ら
れ
た
他
、
競
争
採
用
試
験
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
令
に
委
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
が
制

定
さ
れ
た
当
初
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
、
連
邦
職
員
全
体
の
お
よ
そ
一
〇
％
に
留
ま
っ
た
が
、
そ
の
範
囲
は
漸

次
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
一
九
三
二
年
ま
で
に
は
そ
の
適
用
範
囲
は
全
体
の
八
〇
％
近
く
に
及
ん
）
₁₃
（

だ
。
も
っ
と
も
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法

が
制
定
さ
れ
た
当
初
の
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
実
態
は
、「
単
に
競
争
試
験
で
良
好
な
成
績
を
上
げ
た
者
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
採
用
後
の
不
利
益
な
人
事
措
置
や
解
雇
か
ら
職
員
を
有
効
に
保
護
す
る
仕
組
み
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
終
身
在

職
権
も
、
同
じ
競
争
試
験
で
良
好
な
成
績
を
上
げ
た
者
で
な
け
れ
ば
そ
の
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
形
で
保
護
さ
れ
て
い
た
に

過
ぎ
ず
、
正
式
の
終
身
在
職
権
や
政
治
的
理
由
に
よ
る
解
雇
か
ら
の
保
護
が
確
立
さ
れ
る
の
は
一
八
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
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た
）
₁₄
（

」。
具
体
的
に
は
、
一
八
九
七
年
の
大
統
領
令
で
、
正
当
な
理
由
（just cause

）
が
な
け
れ
ば
解
職
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
旨
が
定
め
ら

れ
、
そ
の
後
、
一
九
〇
二
年
の
大
統
領
令
に
お
い
て
、
解
職
の
根
拠
と
な
る
正
当
な
理
由
は
、
公
務
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
べ

き
で
政
治
的
動
機
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
旨
が
定
め
ら
れ
）
₁₅
（
た
。
そ
の
結
果
、
公
務
員
の
解
任
理
由
は
、
実
定
法
上
、「
官
僚
的
合
理
性

（bureaucratic rational

）
₁₆
（ity

）」
と
結
び
付
け
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
大
統
領
令
レ
ベ
ル
の
規
定
は
、
最
終
的
に
は
、

一
九
一
二
年
に
議
会
制
定
）
₁₇
（

法
の
な
か
に
編
入
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
の
制
定
以
降
、
実
定
法
上
の
公
務
員
制
度
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
政
治

的
中
立
性
の
要
請
を
強
化
し
て
き
た
。
一
九
二
六
年
に
最
高
裁
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
は
、
ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ

ム
の
弊
害
を
除
去
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
拡
充
さ
れ
た
結
果
、「
大
統
領
単
独
に

よ
る
独
立
し
た
解
任
権
は
、
現
在
の
法
制
の
下
で
は
メ
ッ
リ
ト
・
シ
ス
テ
ム
に
事
実
上
関
与
し
得
な
）
₁₈
（
い
」
こ
と
に
な
っ
た
。

2　

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
と
ラ
ン
デ
ィ
ス

　
で
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
旧
弊
を
克
服
し
得
た
と
し
て
、
そ
れ
は
行
政
組
織
を
新
し
く
ど
の
よ
う

な
も
の
に
作
り
替
え
た
の
か
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
い
う
行
政
の
歴
史
的
実
態
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
行
政
学
者
の
モ
ッ
シ
ャ
ー

（Frederick C. M
osher

）
は
、
職
業
公
務
員
の
役
割
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
）
₁₉
（
る
。
曰
く
、「
公
務
員
制
度
改
革
は
、
深
刻
な
疑

問
も
付
さ
れ
な
い
ま
ま
、
行
政
業
務
の
簡
単
性
と
い
う
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
教
説
を
受
け
継
い
だ
。
公
務
員
制
度
改
革
の
初
期
の
段
階
に
お
け

る
狙
い
は
、
事
務
員
レ
ベ
ル
の
職
域
に
限
ら
れ
て
お
り
、
採
用
試
験
も
比
較
的
初
歩
的
な
学
習
段
階
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
公
務
員
制
度
は
、
今
世
紀
当
初
の
三
十
年
余
り
に
起
き
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
専
門
分
化
の
時
代
に
即
応
で
き
る
よ
う
な
土
台
を
提
供
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
務
員
制
度
が
客
観
性
や
、
業
務
遂
行
の
要
請
に
合
致
す
る
よ
う
な
資
格
条
件
の
具
備
、
人
事
決
定
か
ら
で
き
る
限

り
個
性
や
個
人
の
信
条
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
こ
と
、
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
科
学
的
管
理
（scientific m

anagem
ent

）
の
エ
ト
ス
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と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。」
モ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
制
度
改
革
の
影
響
は
、
一
八
八
三
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
の
間
に

漸
進
的
な
変
化
を
遂
げ
た
。
つ
ま
り
、
公
務
員
制
度
改
革
は
ま
ず
、
行
政
組
織
を
政
党
組
織
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
そ
の
党
派
性
を
取
り

払
い
、
そ
の
政
治
的
中
立
性
が
基
盤
と
な
っ
て
、
職
業
公
務
員
が
専
門
職
能
（profession

）
の
社
会
集
団
と
し
て
再
編
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
、
専
門
家
集
団
と
し
て
の
官
僚
機
構
が
、
次
第
に
広
範
な
規
制
権
限
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
権

力
作
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
二
七
年
の
論
文
で
、
行
政
法
学
者
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
（Felix Frankfurter

）
が

指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、「
経
済
社
会
活
動
の
立
法
的
規
制
は
、
行
政
機
構
（adm

inistrative instrum
ents

）
の
手
に
委
ね
ら
れ
」、
実
質

的
に
は
「
高
度
に
専
門
化
さ
れ
た
職
業
公
務
員
（highly professionalized civil service

）」
に
そ
の
役
割
が
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
₂₀
（

た
。
し

か
し
、
現
実
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
か
る
エ
リ
ー
ト
統
治
の
実
態
は
、
固
有
の
法
学
的
な
論
争
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

委
任
の
限
界
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
広
範
な
規
制
活
動
を
行
使
す
る
官
僚
統
治
の
実
態
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
た
の
は
、
伝
統
的
な
権
力

分
立
法
理
、
即
ち
「
行
政
権
の
権
能
を
、
立
法
府
か
ら
明
確
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
範
囲
に
限
定
す
る
」
保
守
的
な
法
理
論
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
、
行
政
法
学
者
の
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
、
一
九
三
七
年
の
講
演
の
な
か
で
「
専
門
性
と
科
学
性
と
い
う
行
政
権
の
正
当
化
理

由
」
を
改
め
て
擁
護
す
る
こ
と
に
な
っ
）
₂₁
（
た
。

　
講
演
の
な
か
で
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
の
正
統
性
を
、
行
政
組
織
の
専
門
性
、
つ
ま
り
、
専
門
分
化
に
基
づ
い
た
職
員
の
専

従
と
そ
れ
を
通
じ
た
執
務
知
識
の
蓄
積
に
求
め
）
₂₂
（

た
。
こ
の
点
は
先
の
グ
ッ
ト
ナ
ウ
の
議
論
と
異
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
、

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
の
行
政
国
家
の
実
態
が
、
権
力
分
立
の
伝
統
的
な
理
解
と
矛
盾
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
に
対
し
て
、
先

代
の
法
学
者
よ
り
も
自
覚
的
な
再
批
判
を
展
開
し
た
。

　
ラ
ン
デ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
を
、
立
法
権
で
も
司
法
権
で
も
執
行
）
₂₃
（
権
で
も
な
い
第
四
の
権
力
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
違

憲
性
を
言
い
立
て
る
見
解
は
、
三
権
の
厳
格
な
分
離
に
固
執
す
る
伝
統
的
な
法
理
論
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
厳
格
な
三
権
分

離
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
統
治
権
力
が
三
権
の
い
ず
れ
か
に
厳
密
に
照
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
も
そ
の
例
外
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で
は
な
い
。
三
権
分
立
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
委
任
禁
止
法
理
に
よ
れ
ば
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
は
、
立
法
権
の
委
任
を
前
提
と
し
た
執
行

権
と
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
正
統
性
は
立
法
権
に
の
み
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
委
任
禁
止
法
理
は
、「
行
政
裁
決
権
の
付
与
が
、
申

立
て
を
裁
定
す
る
際
の
明
示
さ
れ
た
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
や
、
規
制
権
限
の
付
与
の
際
に
、
規
制
対
象
だ
け
で
は
な
く
規
制
に
よ
っ

て
到
達
さ
れ
る
べ
き
目
標
も
明
記
し
な
け
れ
ば
な
）
₂₄
（
い
」
旨
を
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
規
律
密
度
の
薄
い
規
定
の

ま
ま
広
範
な
委
任
が
行
わ
れ
て
い
る
現
状
に
全
く
即
応
し
て
い
な
い
、
と
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
指
摘
す
る
。
実
際
の
行
政
活
動
を
法
律
の
条
文

で
事
前
に
規
律
し
尽
く
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
う
し
た
広
範
な
委
任
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
行
政
機
関
が
現
場
の
状
況
に
即
し
た
柔

軟
な
対
応
を
行
い
得
）
₂₅
（

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
詳
細
な
立
法
規
律
を
議
会
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
議
会
の
制
度
能
力
の
限
界
の

観
点
（
議
会
の
専
門
知
の
限
界
や
妥
協
の
必
要
性
）
か
ら
み
て
全
く
非
現
実
的
で
実
効
性
が
な
い
。
要
す
る
に
、「
三
つ
の
不
可
侵
の
政
治
組

織
へ
の
分
割
に
徹
す
る
法
）
₂₆
（
理
」
は
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
が
拡
大
し
て
き
た
歴
史
の
現
実

―
こ
こ
で
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
、
詳
細
な
立
法
拘
束
の

試
み
が
こ
こ
四
〇
年
の
歴
史
の
な
か
で
如
何
に
挫
折
し
て
き
た
の
か
を
、
幾
つ
か
の
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
例
証
し
て
い
る

―
を
直
視
で

き
て
い
な
い
点
で
時
代
錯
誤
的
で
あ
る
。
か
く
し
て
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
、「
行
政
プ
ロ
セ
ス
は
、
単
純
な
三
部
門
方
式
の
統
治
形
態
で
は
現

代
の
諸
課
題
に
応
ず
る
に
不
適
格
で
あ
る
こ
と
か
ら
発
現
し
た
も
の
で
あ
）
₂₇
（
る
」
と
述
べ
て
、
拡
大
し
た
行
政
プ
ロ
セ
ス
を
、
行
政
組
織
固

有
の
専
門
性
（expertise

）
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
し
、
議
会
や
裁
判
所
か
ら
も
独
立
し
た
固
有
の
統
治
機
能
を
遂
行
す
る
も
の
と
し

て
定
式
化
し
た
。

3　

小　

括

　
こ
こ
ま
で
本
稿
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
う
公
務
員
制
度
の
転
換
に
注
目
し
な
が
ら
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
公
法
学
説

の
な
か
で
行
政
作
用
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ
て
き
た
の
か
を
記
述
し
て
き
た
。
グ
ッ
ト
ナ
ウ
か
ら
ラ
ン
デ
ィ
ス
に
至
る
ま
で
一
貫
し

て
問
わ
れ
て
き
た
の
は
、
行
政
の
固
有
性
や
正
統
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
グ
ッ
ト
ナ
ウ
は
、
行
政
作
用
を
、
政
党
の
党
派
的
影
響
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力
か
ら
遮
断
し
、
こ
れ
を
専
門
性
の
領
域
と
し
て
位
置
付
け
直
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
法
制
度
の
観
点
か
ら
は
、
彼
は
、
行
政

組
織
の
担
い
手
を
政
党
員
で
は
な
く
、
専
従
の
職
業
公
務
員
に
切
り
替
え
る
こ
と
で
、
行
政
の
専
門
性
を
組
織
的
に
担
保
し
よ
う
と
試
み

て
い
た
。
も
っ
と
も
、
広
範
な
規
制
権
限
が
行
政
機
関
に
委
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
三
権
分
立
の
観
点
か
ら
行
政
国
家
の
正
統
性
に

疑
問
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
疑
問
に
直
裁
の
解
答
を
与
え
た
の
が
、
ラ
ン
デ
ィ
ス
に
よ
る
委
任
禁
止
法
理
に
対
す
る
批
判
で

あ
る
。
ラ
ン
デ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
議
会
・
裁
判
所
・
大
統
領
と
い
っ
た
伝
統
的
な
統
治
組
織
は
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
で
要
求
さ
れ
る
よ
う
な

専
門
知
の
供
給
を
充
足
す
る
能
力
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
点
で
機
関
適
性
を
欠
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
詳
細
な
立
法
規
律
を
通
じ
て
行
政

に
対
す
る
立
法
的
拘
束
を
強
化
し
、
委
任
禁
止
法
理
の
活
性
化
を
狙
う
こ
と
は
、
適
切
な
機
能
分
担
の
視
点
を
欠
落
さ
せ
た
形
式
的
な
三

権
分
立
論
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

㈡
　
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
と
行
政
管
理
の
集
権
化

　
行
政
プ
ロ
セ
ス
の
独
自
性
と
自
律
性
を
強
調
し
た
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
見
解
は
、
議
会
・
大
統
領
・
裁
判
所
と
い
っ
た
伝
統
的
な
統
治
部
門

の
他
に
、
職
業
公
務
員
か
ら
成
る
行
政
機
構
を
対
置
さ
せ
、
統
治
部
門
の
な
か
に
新
た
な
権
力
分
立
の
均
衡
（bala

）
₂₈
（

nce

）
を
作
り
出
そ
う

と
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
行
政
作
用
を
立
法
機
関
の
意
思
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
硬
直
的
な
理
解
に
対

す
る
批
判
と
な
っ
て
現
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
行
政
機
関
と
大
統
領
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
立
ち
入
っ
た
検
討
が
行
わ
れ
な

か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ラ
ン
デ
ィ
ス
自
身
が
、「
政
府
に
よ
る
規
制
の
効
率
性
は
、
よ
り
多
く
の
行
政
機
関
の
創
設
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

る
）
₂₉
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
管
理
の
主
体
と
し
て
は
、
分
野
ご
と
に
専
門
分
化
さ
れ
た
個
別
の
行
政
機
関
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

大
統
領
自
身
が
行
政
機
関
全
体
を
集
権
的
に
管
理
統
制
す
る
事
態
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
事
態

を
問
題
視
す
る
提
言
が
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
で
は
、「
所
定
の
業
務
を

効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
以
上
に
、
公
共
的
課
題
の
実
現
の
た
め
に
は
指
導
性
や
構
想
力
、
活
力
が
重
要
と
な
る
」
と
い
う
問
題
意
識
の
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下
、「
大
統
領
の
執
行
権
（executive pow

er

）
に
は
行
政
権
が
含
ま
れ
）
₃₀
（
る
」
と
の
理
解
が
示
さ
れ
、
大
統
領
の
指
揮
監
督
権
を
強
化
な
い

し
拡
充
す
る
試
み
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
報
告
書
の
大
要
を
確
認
す
る
。

　
一
九
三
六
年
に
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
、
議
会
に
提
出
す
る
予
定
の
行
政
改
革
案
の
勧
告
を
得
る
た
め
に
、
行
政
管
理

（adm
inistrative m

anagem
ent

）
に
関
す
る
大
統
領
委
員
会
を
設
置
し
た
。
同
委
員
会
が
提
出
し
た
報
告
書
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会

報
告
書
と
呼
ば
れ
て
い
）
₃₁
（

る
。

　
報
告
書
で
提
示
さ
れ
た
行
政
改
革
の
理
念
は
、「
大
統
領
に
は
補
佐
が
必
要
だ
（The President needs help

）」
と
い
う
冒
頭
の
一
節
に

集
約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
報
告
書
は
、
行
政
組
織
が
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
る
現
状
を
念
頭
に
、
行
政
機
構
全
体
を
大
統
領
が
集

権
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
補
佐
人
員
や
権
限
の
拡
充
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
主
的
な
責

任
行
政
の
強
化
を
狙
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
従
っ
て
行
政
機
構
全
体
を
管
理
す
る
た
め
に

大
統
領
直
属
の
補
佐
機
関
と
し
て
大
統
領
府
（Executive O

ffice

）
を
設
置
し
、
各
省
庁
に
対
す
る
指
揮
監
督
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
、

②
大
統
領
の
指
揮
監
督
を
受
け
な
い
独
立
行
政
委
員
会
の
廃
止
、
③
公
務
員
の
人
事
行
政
は
、
従
来
、
大
統
領
か
ら
独
立
し
た
合
議
体
で

あ
る
人
事
委
員
会
の
所
管
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
統
領
に
よ
る
柔
軟
な
人
事
管
理
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
現
行
の
人
事
委
員
会
を
廃
止

し
、
新
し
く
単
独
制
の
人
事
局
（Civil Service Adm

inistration

）
に
組
み
替
え
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の

改
革
案
が
直
ち
に
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九
三
九
年
に
は
大
統
領
府
が
設
置
さ
れ
た
（
後
述
す
る
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
は
大
統
領
府
の

管
轄
下
で
行
わ
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
人
事
行
政
の
集
権
化
も
同
時
に
進
め
ら
れ
た
。
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
は
維
持
さ
れ
つ
つ
も
、

ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
の
制
定
以
来
人
事
行
政
を
所
管
し
て
き
た
人
事
委
員
会
は
、
一
九
七
八
年
の
公
務
員
制
度
改
革
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、

主
に
不
利
益
処
分
の
審
査
を
所
管
す
る
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
（M

erit System
 Protection Board

）
と
、
大
統
領
に
よ
る
人

事
管
理
権
限
を
補
佐
す
る
人
事
管
理
庁
（O

ffice of Personnel M
anagem

ent: 
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
の
委
員
と
は
異
な
り
、
大
統
領

に
よ
る
人
事
管
理
庁
長
官
の
解
任
に
法
的
な
制
約
は
な
い
）
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
₃₂
（
た
。
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要
す
る
に
、「
新
し
い
政
府
権
力
は
、
そ
れ
が
有
責
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
大
統
領
の
下
に
集
権
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
₃₃
（
い
」
と

す
る
報
告
書
の
基
本
理
念
は
、
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
と
結
び
付
き
な
が
ら
、
そ
の
後
の
行
政
改
革
を
通
貫
す
る
通
奏
低
音

と
な
っ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
で
座
長
を
務
め
た
行
政
学
者
の
ギ
ュ
ー
リ
ッ
ク
（Luther H

. G
ulick

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

行
政
管
理
の
集
権
化
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｄ
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｂ
（
計
画Planning

、
組
織O

rganization

、
人
事Staffing

、
指
示D

irecting

、
調
整Co-ordination

、

報
告Report

、
予
算Budgeting

）
に
お
け
る
各
機
能
の
拡
充
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
こ
）
₃₄
（

ろ
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
は
、
こ
れ
ら

の
機
能
を
大
統
領
に
集
権
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
民
主
的
な
責
任
行
政
の
強
化
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

三
　「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論

㈠
　
ケ
ー
ガ
ン
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論

　
こ
こ
ま
で
本
稿
は
、
法
制
度
の
変
化
に
留
意
し
な
が
ら
、
行
政
の
作
用
や
組
織
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検
討
し
て

き
た
。
一
九
世
紀
後
半
に
導
入
さ
れ
た
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
は
、
職
業
公
務
員
の
専
門
性
に
基
づ
い
て
行
政
が
運
営
さ
れ
る
べ
き
だ
と

の
理
念
を
、
制
度
的
に
支
え
る
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
、
数
次
に
わ
た
る
行
政

改
革
の
結
果
、
行
政
管
理
の
集
権
化
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
行
政
改
革
の
蓄
積
を
受
け
て
、
公
法
学
説
に
お
け
る
行
政
機
構

の
位
置
付
け
に
も
、
質
的
な
変
化
が
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ケ
ー
ガ
ン
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
（presidential adm

inistration

）」
論

は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
二
〇
〇
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
ケ
ー
ガ
ン
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
定
着
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
行
政
モ
デ
ル
の
変
化
が
生
じ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
曰
く
、「
大
統
領
に
よ
る
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（presidential control of adm
inistration

）
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
期
間
に
大
幅
に
拡
張
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
執
行
府
の
行
政
機
関
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（executive branch agencies

）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
規
制
活
動
は
、
大
統
領
自
身
の
政
策
と
政
治
目
標
を
体
現
す
る
延
長
体

（extension

）
と
し
て
の
性
格
を
強
め
）
₃₅
（

た
」。
こ
こ
で
は
、
行
政
管
理
の
主
体
が
、
官
僚
集
団
か
ら
大
統
領
へ
集
権
化
さ
れ
る
実
際
の
実
態

が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
ケ
ー
ガ
ン
は
、
こ
う
し
た
集
権
化
の
動
向
に
よ
っ
て
、
大
統
領
に
よ
る
民
主
的
な
責
任
行
政
が
確
保

さ
れ
る
と
し
、
こ
れ
を
規
範
的
に
正
当
化
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
①
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
を
支
え
た
行

政
改
革
の
実
態
を
、
記
述
的
に
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
次
い
で
、
②
こ
の
よ
う
な
新
し
い
行
政
モ
デ
ル
を
、
ケ
ー
ガ
ン
が
ど
の
よ

う
な
理
屈
で
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
。

1　

Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
定
着
と
集
権
化

　
行
政
管
理
の
集
権
化
を
目
指
す
行
政
改
革
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
、
断
続
的
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
ケ
ー
ガ
ン
に
よ

る
と
、
さ
ら
に
「
劇
的
な
変
）
₃₆
（
化
」
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
と
は
、
大
統
領
府
の
Ｏ

Ｍ
Ｂ
（
行
政
管
理
予
算
局
）
が
監
督
機
関
と
な
っ
て
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
を
指
揮
監
督
す
る
た
め
の
政
策
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
こ
と
を
指
し

て
お
り
、
大
統
領
令
（Executive O

rder

）
一
二
二
九
号
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
。
大
統
領
令
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
を
新
設
し
た
経
緯
に
つ

い
て
、「
規
制
措
置
に
関
す
る
行
政
機
関
の
応
答
責
任
（accountability

）
を
高
め
て
、
規
制
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
大
統
領
の
監
督
機
能

（oversight

）
を
確
保
す
る
た
め
」
と
い
う
目
的
規
定
を
置
い
た
う
え
で
、
概
ね
次
の
よ
う
な
手
順
を
定
め
て
い
る
。
ま
ず
、
審
査
の
実
体

的
基
準
と
し
て
費
用
効
用
分
析
（cost-benefit analysis

）
が
導
入
さ
れ
る
。
次
い
で
、
審
査
対
象
と
な
る
規
制
措
置
が
、
こ
の
基
準
と
適

合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
、
各
行
政
機
関
に
、
管
轄
す
る
規
制
規
則
に
つ
い
て
予
め
規
制
影
響
分
析
を
作
成
さ
せ
、
こ

れ
を
事
前
に
Ｏ
Ｍ
Ｂ
に
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。
そ
の
う
え
で
各
行
政
機
関
は
、
当
該
規
制
措
置
に
つ
い
て
Ｏ
Ｍ
Ｂ
と
協
議

（consult w
ith

）
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
局
長
の
意
見
に
応
答
（respond to the D

irector

’s view
s

）
し
な
い

限
り
は
、
規
制
措
置
の
公
表
及
び
告
知
を
留
保
（refrain from

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
ケ
ー
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ガ
ン
に
よ
る
と
、「
Ｏ
Ｍ
Ｂ
が
、
各
行
政
機
関
の
提
出
す
る
規
制
影
響
分
析
の
適
否
を
判
断
し
、
審
査
手
続
が
完
了
す
る
ま
で
、
場
合
に

よ
っ
て
永
久
に
、
提
案
さ
れ
た
最
終
的
な
規
則
の
発
行
を
停
止
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
規
則
制
定
手
続
に
対
す
る
実

質
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
）
₃₇
（
る
。
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
は
そ
の
後
の
大
統
領
に
よ
っ
て
も
引
き
継
が
れ
、
ク
リ
ン

ト
ン
政
権
の
時
に
更
な
る
発
展
を
遂
げ
る
。

　
ク
リ
ン
ト
ン
は
大
統
領
令
一
二
八
六
六
号
を
発
令
し
、
大
統
領
自
身
が
優
先
す
る
政
策
課
題
（president

’s priorities

）
を
円
滑
に
実
現

す
る
た
め
に
、
大
統
領
側
近
と
各
行
政
官
庁
の
長
か
ら
成
る
政
策
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
拡
充
を
図
っ
た
。
ケ
ー
ガ

ン
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
政
策
調
整
の
仕
組
み
は
、
政
治
任
用
の
活
用
や
公
式
非
公
式
で
の
指
示
や
通
達
（directive

）
を
併
用
さ
せ
る

こ
と
で
、「
大
統
領
自
身
の
国
内
で
の
政
策
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
技
）
₃₈
（
術
」
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
。

2　

公
法
学
説
に
お
け
る
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論

　
こ
こ
ま
で
が
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
の
実
態
観
察
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
ケ
ー
ガ
ン
は
、
右
の
よ
う
な
実
態
に
言
及
し
た
う
え
で
、

こ
う
し
た
行
政
モ
デ
ル
の
変
化
は
、
大
統
領
を
通
じ
た
民
主
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
強
化
と
行
政
プ
ロ
セ
ス
の
効
率
性

（efficiency

）、
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
前
者
の
点
に
つ
い
て
、
ケ
ー
ガ
ン
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
）
₃₉
（

る
。

　
第
一
に
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
で
、
市
民
が
官
僚
権
力
の
出
所
と
性
格
を
よ
り
正
確
に
摑
め
る
よ
う
に
す
る
。
第

二
に
そ
れ
は
、
選
挙
を
通
じ
て
市
民
と
官
僚
権
力
と
を
繫
ぎ
止
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
者
の
前
者
に
対
す
る
応
答
性
（responsiveness

）
を
高
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ー
ガ
ン
は
、
行
政
国
家
の
規
律
枠
組
み
と
し
て
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
を
定
式
化
し
た
が
、
そ
の
意
義
を
正
確
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に
摑
む
た
め
に
は
、
こ
れ
と
対
置
さ
れ
る
他
の
モ
デ
ル
（
こ
こ
で
は
、
①
議
会
意
思
従
属
モ
デ
ル
②
自
己
準
拠
型
行
政
モ
デ
ル
の
み
を
抜
粋
す

る
）
と
の
違
い
を
精
査
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
他
の
理
論
モ
デ
ル
が
如
何
な
る
点
で
限
界
を
抱
え
、「
大
統
領
に
よ
る

行
政
」
論
が
そ
れ
を
如
何
に
克
服
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
か
を
、
ケ
ー
ガ
ン
自
身
の
説
明
に
沿
っ
て
確
認
す
る
。

　
ま
ず
議
会
意
思
従
属
（congressional control

）
モ
デ
）
₄₀
（
ル
と
は
、
議
会
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行

政
国
家
の
民
主
的
正
統
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
最
も
素
朴
な
形
態
で
は
、
規
制
活
動
の
根
拠
規
範
と
な

る
法
令
を
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
活
動
を
議
会
意
思
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
し
か
し
、
議
会
が
行
政
機

関
に
広
範
な
委
任
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
実
体
法
規
レ
ベ
ル
で
の
行
政
統
制
も
空
転
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
モ
デ
ル
の
さ

ら
に
洗
練
さ
せ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、
議
会
が
恒
常
的
に
行
政
活
動
を
監
視
し
な
く
て
も
適
切
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
設
計
を
通
じ
て
効
果

的
に
官
僚
統
制
を
実
行
す
る
た
め
の
手
法
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
火
災
報
知
器
型
監
視
（fire alarm

 oversig

）
₄₁
（ht

）
モ
デ
ル
、
が
模
索
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
行
政
機
関
の
規
制
に
よ
っ
て
特
定
の
利
益
集
団
が
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の

利
益
集
団
が
自
ら
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
各
議
員
や
委
員
会
に
陳
情
要
請
等
を
行
い
、
こ
の
警
報
を
受
け
て
今
度
は
議
会
が
行
政
機

関
に
各
種
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
組
織
権
限
の
縮
小
や
予
算
削
減
、
委
員
会
で
の
調
査
等
）
を
行
使
し
、
利
益
集
団
の
要
求
に
応
え
る
。
議
会
は

各
利
益
集
団
の
発
す
る
警
報
を
聞
き
取
る
こ
と
で
自
ら
の
監
視
コ
ス
ト
を
低
減
さ
せ
つ
つ
、
各
種
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
行
使
を
後
ろ
盾
と
し

な
が
ら
官
僚
集
団
の
行
動
を
実
効
的
に
統
御
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
行
政
国
家
の
正
統
性
を
基
礎
付
け
る
に
は
次
の
よ

う
な
限
界
が
あ
る
、
と
ケ
ー
ガ
ン
は
指
摘
す
る
。
ま
ず
、
行
政
機
関
を
威
嚇
す
る
た
め
に
議
会
が
行
使
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
そ
れ

を
発
動
す
る
た
め
の
手
続
コ
ス
ト
が
係
る
。
例
え
ば
組
織
権
限
の
縮
小
や
予
算
の
削
減
に
は
（
委
員
会
で
は
な
く
）
議
会
全
体
の
議
決
手

続
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
陳
情
を
行
う
利
益
集
団
は
個
別
の
族
議
員
や
委
員
会
だ
け
で
は
な
く
議
会
多
数
派
全
体
を
説
得
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
統
制
の
実
効
性
や
速
効
性
に
大
き
な
制
約
が
付
く
。
ま
た
、
火
災
報
知
器
型
の
監
視
が
十
分

に
機
能
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
各
利
益
集
団
の
党
派
的
で
断
片
的
な
陳
情
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
た
め
、
組
織
化
さ
れ
た
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利
益
集
団
の
声
が
過
大
表
出
さ
れ
易
い
。
さ
ら
に
、
特
定
の
業
界
団
体
と
結
び
付
い
た
委
員
会
ベ
ー
ス
の
統
制
は
、
議
会
全
体
の
意
思
を

反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
利
益
集
団
の
声
を
分
散
的
に
散
集
さ
せ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
行
政
全
体
を
包
括
的

に
総
合
調
整
す
る
よ
う
な
全
体
的
戦
略
性
を
欠
い
て
い
る
。

　
次
に
自
己
準
拠
型
行
政
（self-control

）
モ
デ
）
₄₂
（
ル
と
は
、
行
政
官
僚
の
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
て
公
共
政
策
を
技
術
的
か
つ
中
立
的
に

解
決
し
よ
う
と
す
る
モ
デ
ル
で
あ
り
、
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
法
理
論
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ー
ガ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
モ
デ
ル
に

は
次
の
二
つ
の
点
で
理
論
的
な
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
に
政
策
的
価
値
判
断
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
適
切
に
踏
ま
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
行
政
の
民
主
的
正
統
性
の
問
題
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
ケ
ー
ガ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
₄₃
（
る
。

　
行
政
機
関
の
専
門
家
に
は
民
主
的
正
当
性
が
な
い
。
行
政
上
の
ほ
と
ん
ど
の
政
策
形
成
に
は
、
本
質
的
に
政
治
的
選
択
を
伴
う
よ
う
な
価
値
判
断
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
行
政
機
関
の
専
門
家
に
は
、
こ
の
よ
う
な
価
値
判
断
を
行
う
特
別
の
能
力
が
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
己
準
拠
型
の
行
政
モ
デ
ル
で
は
、
行
政
の
中
立
的
専
門
性
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
に
含
ま
れ
る
政

治
的
価
値
判
断
の
契
機
が
等
閑
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
政
策
形
成
過
程
に
対
す
る
民
主
的
統
制
の
契
機
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
自
己
準
拠
型
行
政
モ
デ
ル
に
は
、
専
門
家
統
治
の
質
に
対
す
る
過
大
評
価
が
潜
ん
で
い
る
。
政
治
学
者
の
ダ
ウ
ン
ズ

（Anthony D
ow

ns

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
専
門
集
団
の
み
に
閉
じ
ら
れ
た
官
僚
的
組
織
構
造
に
は
蛸
壺
化
と
硬
直
化
の
リ
ス
ク
が

伴
っ
て
い
）
₄₄
（

る
。
そ
の
た
め
官
僚
集
団
に
は
、「
迅
速
な
行
動
や
必
要
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
）
₄₅
（

い
」
場
合
が
あ
り
、
こ

う
し
た
官
僚
機
構
に
内
在
す
る
非
合
理
性
に
対
し
て
は
外
側
か
ら
こ
れ
を
統
制
な
い
し
矯
正
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
、
と
ケ
ー
ガ
ン
は

論
結
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
ケ
ー
ガ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
行
政
モ
デ
ル
を
比
較
検
討
し
た
う
え
で
、
行
政
の
効
率
性
や
民
主
的
正
統
性
を
確
保
す
る
う
え

で
、「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
が
相
対
的
に
優
れ
た
規
範
モ
デ
ル
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
統
領
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
強
化
は
、
官
僚
組
織
固
有
の
非
合
理
性
や
硬
直
性
を
打
開
し
、
一
貫
し
た
政
策
戦
略
に
基
づ
い
て
規
制
プ
ロ
セ
ス
を
合
理
化
な

い
し
効
率
化
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
他
、
大
統
領
の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
合
わ
せ
て
行
政
プ
ロ
セ
ス
を
総
合
調
整
し
、
有
権
者
全
体
の
選
好

を
民
主
的
に
浸
透
さ
せ
る
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
議
会
の
制
度
能
力
と
の
比
較
か
ら
い
え
ば
、
議
員
ご
と
の
個
別
利
害
に
よ
っ

て
日
常
的
に
細
分
化
さ
れ
た
議
会
と
比
べ
て
、
単
独
人
格
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
大
統
領
は
、
一
貫
し
た
政
策
指
針
に
基
づ
い
て
行
政
全
体

を
効
率
的
に
統
括
で
き
る
地
位
に
あ
る
。
ま
た
、
議
会
は
地
域
や
業
界
ご
と
の
個
別
利
害
を
多
元
的
に
表
出
す
る
場
と
し
て
は
優
れ
て
い

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
大
統
領
は
全
米
選
挙
を
通
じ
て
有
権
者
全
体
に
答
責
性
を
負
担
す
る
こ
と
で
有
権
者
全
体
の
選
好
を
強
く
反
映
す

る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
委
任
さ
れ
た
権
限
に
基
づ
い
て
日
常
的
に
規
制
活
動
に
従
事
し
て
い
る
行
政
組
織
を
、
恒
常

的
に
統
制
す
る
の
は
議
会
よ
り
は
む
し
ろ
大
統
領
が
適
任
で
あ
る
と
い
え
）
₄₆
（
る
。
さ
ら
に
官
僚
組
織
と
の
関
係
で
は
、
閉
鎖
的
な
組
織
環
境

の
な
か
で
特
定
利
益
集
団
と
癒
着
し
、
外
部
か
ら
の
統
制
が
な
い
状
況
の
な
か
で
非
効
率
で
硬
直
的
な
組
織
運
営
を
続
け
て
き
た
官
僚
機

構
の
慢
性
的
な
組
織
病
症
こ
そ
を
、
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
採
算
に
見
合
う
効
率
的
な
政
策
形
成
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
、
外
側
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
は
、
大
統
領
主
導
の
下
、
統
一
的
な
政
策
順
序
を
決
め
て
上
か
ら
体
系
的
に
規
制
プ
ロ
セ
ス
を
合

理
化
す
る
必
要
が
あ
）
₄₇
（
る
。

3　

司
法
審
査
と
の
関
係
性

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
ケ
ー
ガ
ン
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
と
は
、
行
政
管
理
の
集
権
化
を
目
指
す
一
連
の
行
政
改

革
に
定
礎
さ
れ
な
が
ら
、
官
僚
機
構
を
民
主
的
に
統
制
し
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
を
合
理
的
に
効
率
化
せ
し
め
る
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
定

式
化
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
規
範
モ
デ
ル
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
の
行
政
改
革
の
帰
結
を
規
範
的
に
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正
当
化
す
る
意
図
を
持
つ
と
同
時
に
、
司
法
審
査
の
領
域
に
お
い
て
も
一
定
の
規
範
的
枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
ケ
ー
ガ
ン
は
、
い
わ
ゆ
るChevron

敬
譲
の
内
容
と
射
程
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
大
統
領
の

関
）
₄₈
（
与
」
の
強
弱
に
応
じ
て
敬
譲
の
程
度
を
強
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
最
後
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
ケ
ー
ガ
ン

の
議
論
の
特
徴
を
要
約
し
、「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
と
司
法
審
査
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

　
ま
ず
、Chevron
判
決
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
判
例
法
理
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
裁
判
所
が
、
行
政
機
関
に

よ
る
議
会
制
定
法
の
解
釈
を
審
査
す
る
場
合
に
、」「
制
定
法
の
規
定
が
、
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
か
曖
昧
で
あ
る
と
き
に

は
、」
裁
判
所
は
、
行
政
機
関
自
身
が
法
令
を
解
釈
す
る
う
え
で
行
っ
た
競
合
す
る
利
益
の
衡
量
作
業
の
適
否
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
自

身
の
法
解
釈
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
ず
」、
原
則
と
し
て
そ
の
解
釈
に
「
敬
譲
（deference

）
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
）
₄₉
（
る
」。

　
で
は
、
か
か
る
審
査
枠
組
み
に
対
し
て
、
ケ
ー
ガ
ン
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
た
の
か
。
こ
の
点
、
ケ
ー
ガ
ン
は
ま
ず
、Chevron

判
決
に
お
い
て
、State Farm

判
）
₅₀
（
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
ハ
ー
ド
ル
ッ
ク
審
査
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
を
強
調
す
る
。
そ
の

う
え
で
、
彼
女
は
、Chevron

判
決
に
お
け
る
敬
譲
の
付
与
が
、
ハ
ー
ド
ル
ッ
ク
審
査
の
免
除
を
含
意
す
る
強
い
敬
譲
の
姿
勢
を
意
味
し

て
い
る
と
理
解
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
強
い
敬
譲
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
実
質
的
な
根
拠
が
問
題
と
な
る
が
、
ケ
ー
ガ
ン
は
そ
の
答

え
を
、
判
決
文
中
の
次
の
一
節
の
う
ち
に
見
出
す
。
曰
く
、「
裁
判
官
は
、
…
…
政
府
の
政
治
部
門
で
は
な
い
。
議
会
が
政
策
判
断
の
責

任
を
行
政
機
関
（Agency

）
に
委
任
し
た
場
合
、
当
該
機
関
は
、
そ
の
委
任
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
適
切
な
政
策
を
め
ぐ
る
現
政
権

（incum
bent adm

inistration

）
の
見
解
を
適
切
に
踏
ま
え
な
が
ら
そ
の
判
断
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
機
関
は
直
接
に
人
民

に
責
任
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
執
行
部
門
の
長
は
人
民
に
直
接
的
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
政
治
部
門
が
そ

う
し
た
政
策
選
択
を
行
う
こ
と
は
全
く
適
切
だ
と
い
え
る
。
…
…
選
挙
母
体
を
持
た
な
い
裁
判
官
に
は
彼
ら
が
行
っ
た
正
統
な
政
策
選
択

を
尊
重
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
政
策
の
適
否
を
評
価
し
、
何
が
公
共
の
利
益
に
適
う
か
に
関
す
る
相
異
な
る

見
解
の
対
立
を
裁
定
す
る
責
務
は
、
裁
判
官
に
は
な
く
、
憲
法
は
か
よ
う
な
責
務
を
、
政
治
部
門
に
委
ね
た
の
で
あ
）
₅₁
（
る
」。
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右
の
説
示
で
は
、
行
政
プ
ロ
セ
ス
が
単
に
官
僚
集
団
の
専
門
性
に
専
属
す
る
領
域
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
、
価
値
選
択
を

伴
う
政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
か
か
る
政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
大
統
領
が
民
主
的
に
統
制
す
る
統
治
図
式
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
裁
判
所
は
、
有
権
者
を
頂
点
と
し
た
民
主
的
な
階
層
性
（
有
権
者
―
大
統
領
―
行
政
機
関
）
を
論
拠
と
し
て
、
裁

判
所
が
行
政
機
関
の
法
解
釈
に
敬
譲
を
支
払
う
べ
き
理
屈
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ケ
ー
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
がChevron

敬
譲
の
中
核
に
あ
る
指
導
原
理
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
大
統
領
に
よ
る
集
権
的
な
行
政
統
制
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
条
件
に

司
法
敬
譲
を
与
え
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
を
強
化
す
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

㈡
　
小
括
：
ケ
ー
ガ
ン
か
ら
マ
イ
ケ
ル
ズ
へ

　
こ
こ
ま
で
本
稿
は
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
批
判
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ケ
ー
ガ
ン
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
を
検
討
し
て
き
た
。

で
は
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
ケ
ー
ガ
ン
の
議
論
の
ど
の
点
を
批
判
し
、
そ
の
欠
陥
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
マ
イ
ケ
ル

ズ
の
議
論
の
検
討
は
第
五
章
で
行
う
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
章
の
検
討
内
容
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ケ
ー
ガ
ン
か
ら
マ
イ
ケ
ル
ズ
へ
と

至
る
学
説
展
開
の
大
要
を
摑
み
、
次
章
以
降
の
本
稿
の
検
討
内
容
を
頭
出
し
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
ケ
ー
ガ
ン
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
の
行
政
改
革
の
動
向
を

踏
ま
え
つ
つ
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
定
着
に
よ
っ
て
生
じ
た
行
政
モ
デ
ル
の
変
化
を
、
民
主
的
な
責
任
行
政
の
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
議
論
で

あ
る
。
彼
女
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
官
僚
機
構
を
含
め
た
行
政
組
織
全
体
を
、「
大
統
領
自
身
の
政
策
や
政
策
課
題
を
体
現
す
る
た
め

の
延
長
）
₅₂
（

体
」
と
し
て
位
置
付
け
、
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
強
化
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
、「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
の
最
大
の
特
色

が
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
定
法
上
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
現
存
す
る
限
り
、
職
業
公
務
員
と
大
統
領
と
の
間
に
は
選
好
の
開
き
が
存
在
し
、
そ

の
意
味
で
行
政
内
部
に
は
常
に
一
定
の
緊
張
関
係
が
残
る
。
こ
の
点
、
第
五
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、「
行
政
府
内
に
お
け
る
権
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力
分
立
」
論
を
提
唱
す
る
憲
法
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
に
支
え
ら
れ
た
行
政
府
内
部
の
分
権
性
を
憲
法
的
に
再

評
価
し
、
職
業
公
務
員
が
、
大
統
領
の
党
派
性
や
独
断
主
義
を
牽
制
す
る
役
割
を
担
う
べ
き
だ
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
主
張

は
、
ケ
ー
ガ
ン
を
筆
頭
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
有
力
学
説
が
、
行
政
内
部
の
分
権
性
の
意
義
を
過
少
評
価
し
、
集
権
化
の
論
理
に
よ
っ
て
安

易
に
大
統
領
の
独
断
主
義
を
正
当
化
し
て
き
て
し
ま
っ
た
面
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
）
₅₃
（
る
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
或
る
共
著
論
文
の
な
か
で
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
以
降
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
の
下
で
は
、「
大
統
領
の
望
む
政
策
転
換
を
実
現
す
る
た
め
に
、

行
政
機
関
に
対
す
る
大
統
領
令
や
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
大
き
く
依
存
す
）
₅₄
（
る
」
方
策
が
採
用
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
う

し
た
集
権
化
の
志
向
は
、
科
学
的
専
門
性
を
無
視
す
る
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
独
断
主
義
を
加
速
さ
せ
た
。
実
際
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
で
は
、
自

ら
の
政
策
的
立
場
と
合
致
し
な
い
政
策
部
会
（
例
え
ば
気
候
変
動
対
策
な
ど
）
を
突
如
閉
鎖
さ
せ
、
或
い
は
、
専
門
家
と
し
て
の
立
場
か
ら

大
統
領
に
異
論
を
箴
言
し
た
職
業
公
務
員
を
配
置
転
換
に
よ
っ
て
閑
職
へ
追
い
や
り
、
最
終
的
に
は
辞
職
に
追
い
込
む
な
ど
、
官
僚
集
団

か
ら
の
専
門
的
チ
ェ
ッ
ク
を
無
視
し
た
強
引
な
政
治
主
導
が
散
見
さ
れ
た
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
「
権
威
主
義
的
な
指
導
体

制
」
の
実
態
に
つ
い
て
、「『
大
統
領
に
よ
る
行
政
』
に
は
、
し
ば
し
ば
一
種
の
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
型
の
独
裁
主
義
に
近
付
い
て
い
く
」
傾
向

が
あ
る
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
）
₅₅
（
る
。

　
も
っ
と
も
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
対
す
る
時
評
的
な
批
判
を
超
え
た
普
遍
的
な
含
意
が
含
ま
れ
て
い
る
。
次

章
以
降
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
自
ら
の
議
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ッ
カ
マ
ン
（Bruce Ackerm

an

）
の
議
論

と
Ｅ
Ｐ
Ａ
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
学
説
及
び
判
例
は
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
が
進
行
す
る
な
か
で
改
め
て
官

僚
機
構
の
専
門
性
の
意
義
を
再
評
価
す
る
立
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
と
順
接
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
及
び
判
例
を
検
討
す
る
。
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四
　
官
僚
機
構
の
政
治
化
と
機
能
分
化
の
後
退

㈠
　
官
僚
機
構
の
政
治
化
と
機
能
分
化
の
後
退

　
前
章
の
末
尾
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
章
で
は
、
ま
ず
、「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
に
よ
っ
て
官
僚
機
構
が
実
際
に
ど
の
程
度
政
治
化
さ

れ
て
き
た
の
か
を
記
述
的
に
確
認
す
る
。
次
い
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
的
な
問
題
点
を
、
実
際
の
裁
判
例
や
学
説
に
即
し
て
検
討

す
る
。

1　
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
と
官
僚
機
構
の
政
治
化

　
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
ケ
ー
ガ
ン
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
は
、
現
実
の
統
治
実
態
を
強
く
投
影
し
た
規
範
モ
デ
ル
で
あ
り
、

そ
こ
で
い
う
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
と
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
導
入
以
後
に
生
じ
た
政
策
形
成
過
程
の
集
権
化
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
定
着
は
、
行
政
管
理
の
集
権
化
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
一
つ
の
制
度
因
子
を
成
す
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
、

Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
は
、
大
統
領
が
官
僚
機
構
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
際
の
重
要
な
ツ
ー
ル
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
ケ
ー
ガ
ン
自
身
も
示
唆
し

て
い
る
よ
う
に
、
大
統
領
に
よ
る
行
政
管
理
の
集
権
化
は
、
人
事
権
や
予
算
管
理
権
な
ど
の
他
の
実
定
法
上
の
権
限
の
資
源

（resour

）
₅₆
（ces

）
を
相
互
に
拡
充
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
装
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
と
い
う

局
所
的
な
場
面
に
閉
じ
ら
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
よ
り
複
合
的
な
制
度
連
関
の
な
か
で
作
動
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
総
体
を
指
し
て
い
る
。

歴
史
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
の
一
連
の
行
政
改
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
制
度
変
化
の
帰
結
物
で
あ
る
。

行
政
改
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
実
定
制
度
の
変
化
を
ま
と
め
る
と
、
概
ね
以
下
の
通
り
と
な
る
。
ま
ず
、
一
九
三
九
年
の
大
統
領
府
の
設
置

と
こ
れ
に
伴
う
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
・
ス
タ
ッ
フ
の
増
員
は
、
大
統
領
の
補
佐
支
援
体
制
を
増
強
さ
せ
た
。
次
い
で
一
九
七
八
年
の
公
務
員
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制
度
改
革
法
に
お
い
て
、
主
に
各
省
の
課
長
級
か
ら
構
成
さ
れ
る
上
級
管
理
職
（Senior Executive Service

（SES

））
が
創
設
さ
れ
、
Ｓ

Ｅ
Ｓ
全
体
の
一
〇
％
を
超
え
な
い
範
囲
で
政
治
任
用
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
）
₅₇
（

た
。
さ
ら
に
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
の
創
設
に
よ
っ
て
、
大
統
領

が
、
各
行
政
機
関
の
規
制
権
限
の
行
使
に
関
し
て
、
そ
の
判
断
過
程
を
実
体
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
の
実
態
は
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
官
僚
機
構

の
政
治
化
と
は
、「
政
治
任
用
者
の
数
と
組
織
へ
の
浸
透
度
を
高
め
る
行
）
₅₈
（

為
」
の
こ
と
を
指
し
、
組
織
全
体
へ
の
浸
透
の
程
度
は
、
政
治

任
用
の
他
、
政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
集
権
化
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
る
。
実
際
、
政
治
学
な
ど
で
は
、
と
り
わ
け
レ
ー
ガ
ン
政
権
以
降
、

「
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
下
に
政
策
形
成
を
集
権
化
さ
せ
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
の
下
で
規
制
指
針
と
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
軸
を
策
定
す
る
こ
と
や
、

行
政
組
織
を
再
編
す
る
こ
と
、
行
政
運
営
に
あ
た
っ
て
大
統
領
の
同
胞
を
任
命
す
る
こ
と
、
大
統
領
単
独
で
決
裁
を
付
け
る
こ
）
₅₉
（
と
」
な
ど

を
通
じ
て
、
大
統
領
自
身
が
自
ら
の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
（
議
会
や
官
僚
な
ど
の
抵
抗
勢
力
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
）
単
独
で
実
行
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
続
け
て
き
た
。

　
も
っ
と
も
、
官
僚
機
構
を
政
治
化
す
る
技
術
は
、
官
僚
機
構
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
専
門
性
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
政
治
任
用
の
実
態
を
分
析
し
た
、
ル
イ
ス
（D

avid E. Lew
is

）
は
、
二
〇
〇
三
年
の
著
書
の
な
か
で
、

「
政
治
任
用
者
が
公
務
外
か
ら
入
っ
て
き
て
職
業
公
務
員
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
幹
部
の
離
職
が
増
え
、
専
門
的
な

職
業
公
務
員
の
採
用
・
引
き
留
め
が
困
難
と
な
り
、
職
員
の
士
気
や
専
門
知
識
を
身
に
付
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
低
下
し
て
問
題
が
発

生
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
」
と
述
べ
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
の
結
果
、「
現
場
固
有
の
知
識
や
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
計
画
立
案
、
組
織

に
受
け
継
が
れ
る
記
憶
、
安
定
性
」
と
い
っ
た
要
素
が
急
速
に
後
退
し
て
い
る
と
分
析
し
て
い
）
₆₀
（

る
。
こ
こ
で
は
、
政
治
家
本
人
で
は
自
己

充
足
す
る
こ
と
の
難
し
い
知
的
リ
ソ
ー
ス
（
執
務
知
識
や
専
門
的
な
経
験
に
支
え
ら
れ
た
中
長
期
的
視
点
）
を
、
伝
統
的
に
職
業
公
務
員
が

担
っ
て
き
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
つ
つ
、
近
年
の
官
僚
機
構
の
政
治
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
行
政
内
部
で
の
適
切
な
協
働
バ
ラ
ン
ス
が
損
な

わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
は
、
執
務
知
識
の
蓄
積
と
こ
れ
を
前
提
と
し
た
中
立
的
な
職
務
遂
行
能
力
を
損
耗
さ
せ
、
官
僚
機

構
固
有
の
機
能
を
減
殺
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
法
的
に
問
題
に
な
り
得
る
の
か
。

ま
ず
学
説
の
側
か
ら
検
討
し
て
み
る
。

2　

ア
ッ
カ
マ
ン
の
機
能
分
化
論

　
憲
法
学
者
の
ア
ッ
カ
マ
ン
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
論
文
の
な
か
で
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
が
、
政
治
家
と
官
僚
と
の
機
能
分

化
（functional specialization
）
を
後
退
さ
せ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
立
憲
的
統
制
を
緩
め
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
て
い
）
₆₁
（

る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
政
治
家
か
ら
自
律
し
た
官
僚
機
構
が
法
執
行
を
担
う
仕
組
み
は
、
専
門
性
に
基
づ
い
た
公
正
で
効
率
的
な
行
政
を
可
能
に
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
執
行
の
現
場
か
ら
政
治
家
を
切
り
離
す
こ
と
で
、
政
治
家
固
有
の
党
派
性
を
抑
制
す
る
働
き
も
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。

と
い
う
の
も
、
民
主
政
の
下
で
は
、
政
党
政
治
家
は
常
に
選
挙
で
の
当
選
を
目
指
す
よ
う
に
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
政

治
家
固
有
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
支
持
者
か
ら
の
歓
心
を
買
う
目
的
で
法
執
行
を
党
派
的
に
歪
め
る
原
因
も
作
り
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、

政
治
家
は
、
自
ら
の
成
果
を
有
権
者
に
売
り
込
み
、
支
持
者
か
ら
多
く
の
歓
心
を
買
う
た
め
に
、
専
門
性
や
合
法
性
を
度
外
視
し
、
特
定

の
個
別
利
益
を
優
先
化
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
政
治
家
の
党
派
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
制
約
し
、
法
の
支
配
を
確
保
す
る
た

め
に
は
、
法
を
定
立
す
る
政
治
家
と
法
を
執
行
す
る
官
僚
集
団
と
を
、
機
能
的
に
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
ア
ッ
カ
マ
ン
は
指
摘
す
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
働
き
は
各
国
の
政
治
制
度
の
特
性
に
応
じ
て
異
な
っ
て
く
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
他
国
と
比
べ
て
政
治
任
用
の
幅
の
広
い

ア
メ
リ
カ
で
は
、
機
能
分
化
の
要
請
が
曖
昧
化
さ
れ
易
く
、
統
治
活
動
が
選
挙
ベ
ー
ス
の
短
期
的
な
視
野
に
閉
塞
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が

比
較
的
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
ア
ッ
カ
マ
ン
の
洞
察
は
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
は
次
章
で
検
討
す
る

こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
参
酌
し
た
も
う
一
つ
の
法
的
な
思
考
材
料
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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㈡
　
Ｅ
Ｐ
Ａ
判
決

　
官
僚
機
構
の
政
治
化
に
よ
っ
て
官
僚
機
構
固
有
の
機
能
、
と
り
わ
け
現
場
固
有
の
執
務
知
識
に
支
え
ら
れ
た
中
立
的
職
務
遂
行
能
力
が

損
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
事
態
は
、
法
的
な
規
範
性
の
次
元
に
お
い
て
も
固
有
の
問
題
を
惹
起
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
顕
在
化

さ
せ
た
事
例
と
し
て
、
二
〇
〇
七
年
のM

assachusetts v. EPA

（
Ｅ
Ｐ
Ａ
判
決
）
を
紹
介
す
る
。
事
案
は
こ
う
で
あ
る
。
大
気
浄
化
法

（Clean Air A

）
₆₂
（ct

）
は
、
環
境
保
護
庁
（EPA: Environm

ent Protection Agency

）
に
対
し
て
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
大
気
汚
染
物
質

（air pollution

）
を
規
制
す
る
た
め
の
規
則
制
定
権
を
与
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
環
境
保
護
団
体
か
ら
、
新
車
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
規
制
を
求
め
る
請
願
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
環
境
保
護
庁
は
こ
の
請
願
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
で
は
、
新
規
に
規
則
制
定
を
定

め
な
い
こ
と
の
違
法
性
が
争
点
と
な
り
、
結
論
と
し
て
そ
の
違
法
性
を
認
め
た
。

　
本
件
で
新
た
な
規
則
制
定
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
当
時
、
新
規
の
排
ガ
ス
規
制
に
難
色
を
示
し
て
い
た
ブ
ッ
シ
ュ
（
子
）
政

権
が
、「
科
学
的
な
知
見
に
関
わ
る
報
告
書
に
改
変
を
加
え
、
政
権
内
部
の
専
門
家
に
対
し
て
沈
黙
を
強
い
て
、
自
ら
の
政
治
的
立
場
に

と
っ
て
不
都
合
な
科
学
的
情
報
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
）
₆₃
（

た
」
と
い
う
事
情
が
関
係
し
て
い
る
。
環
境
保
護
庁
で
は
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ

い
て
継
続
的
な
内
部
検
討
会
が
開
か
れ
て
い
た
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
着
任
す
る
と
年
次
報
告
書
の
内
容
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
一
件
は
当
時
の
記
事
な
ど
で
も
広
く
報
道
さ
れ
、
例
え
ば
二
〇
〇
三
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
紙
で
は
、
リ
ー
ク

記
事
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、「
環
境
保
護
庁
は
来
週
、
環
境
評
価
の
草
案
報
告
を
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

に
よ
る
修
正
（editing

）
を
受
け
た
結
果
、
気
温
上
昇
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
触
れ
た
長
い
記
述
が
削
ら
れ
て
当
た
り
障
り
の
な
い
表
現
に

変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
）
₆₄
（
た
」
と
報
じ
た
。
具
体
的
に
は
、
こ
こ
十
年
で
平
均
気
温
が
急
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
デ
ー
タ
が
抹
消
さ
れ
、

代
わ
り
に
そ
う
し
た
デ
ー
タ
に
懐
疑
的
な
見
解
を
示
す
報
告
書
（
そ
れ
も
全
国
石
油
協
会
が
協
賛
金
を
拠
出
す
る
報
告
書
）
が
引
用
さ
れ
た
。

ま
た
当
時
の
政
権
閣
僚
は
、
報
道
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
に
お
い
て
化
石
燃
料
が
地
球
温
暖
化
の
致
命
的
な
原
因
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
対
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し
て
、「
様
々
な
見
解
が
混
在
し
て
い
る
」
と
の
反
応
を
示
す
こ
と
で
応
答
し
、
こ
う
し
た
政
権
の
姿
勢
が
そ
の
ま
ま
、
環
境
保
護
庁
の

政
策
決
定
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
環
境
保
護
団
体
か
ら
の
請
願
を
拒
否
す
る
に
あ

た
っ
て
、
環
境
保
護
庁
は
、
気
候
変
動
の
要
因
は
複
合
的
で
あ
り
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
不
確

実
な
現
状
の
な
か
で
は
新
規
の
排
ガ
ス
規
制
を
施
行
す
る
こ
と
は
拙
速
で
あ
る
と
断
じ
、
排
ガ
ス
規
制
に
関
す
る
権
限
の
不
行
使
を
決
定

し
た
（68 Fed Reg 52922, 52929 -52931.

）。

　
本
件
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
旨
は
、
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
最
高
裁
は
冒
頭
、
多
く
の
文
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（w

ell-

docum
ented

）
事
実
と
し
て
、
気
候
変
動
の
原
因
が
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
行
っ
た
う
え
で
、

関
係
条
文
の
整
理
検
討
を
行
い
、
排
ガ
ス
規
制
の
権
限
が
大
気
浄
化
法
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
て
い
る
旨
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
本
件

で
の
権
限
不
行
使
の
合
理
性
（
恣
意
専
断
性
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
示
を
行
っ
て
い
る
。
最
高
裁
は
、「
環
境
保
護
庁
は
、
規
制
を
行

わ
な
い
根
拠
を
縷
々
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
球
温
暖
化
の
脅
威
に
対
す
る
効
果
的
な
対
応
策
と
し
て
、
既
に
任
意
ベ
ー
ス
で
の
行
政

措
置
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
、
或
い
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
を
今
規
制
し
て
し
ま
う
と
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
を
め
ぐ
る
主
要

途
上
国
と
の
大
統
領
の
交
渉
力
が
削
が
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
や
、
個
々
の
自
動
車
の
排
出
規
制
と
い
う
こ
と
で
は
断
片
的
で
非
効
率

な
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
…
…
こ
う
し
た
考
慮
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
が
気
候
変
動
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
ま
し
て
、
科
学
的
判
断
を
拒
絶
す
る
こ
と
の
適
切
な
正
当
化
事
由
と
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、

排
出
規
制
に
関
す
る
「
必
要
な
情
報
」
が
何
ら
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
「
合
理
的
な
説
明
は
提

示
さ
れ
て
い
な
い
」（
故
に
違
法
）
と
判
示
し
）
₆₅
（

た
。

　
本
判
決
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
右
で
触
れ
た
た
よ
う
な
露
骨
な
政
治
介
入
の
実
態
（
報
告
文
書
の
修
正
）
に
留
意
し

た
う
え
で
、
裁
判
所
が
、
行
政
機
関
の
科
学
的
専
門
性
を
要
求
し
て
い
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
或
る
判
例
評
釈
が
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、「
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
、
地
球
温
暖
化
だ
け
で
は
な
く
他
の
多
く
の
分
野
に
わ
た
っ
て
行
政
の
専
門
性
を
政
治
化
し
て
き
た
」
と
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こ
ろ
、
本
判
決
の
意
義
は
、「
行
政
機
関
が
、
外
か
ら
の
政
治
的
圧
力
、
と
り
わ
け
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
や
政
治
任
用
職
か
ら
来
る
政
治
的

圧
力
か
ら
独
立
し
て
専
門
的
判
断
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
担
保
し
た
」
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
）
₆₆
（

る
。
別
の
角
度
か
ら
い
え
ば
、
本
判
決

は
、
科
学
的
専
門
性
を
無
視
す
る
政
治
主
導
の
問
題
性
を
主
題
化
し
た
点
で
、
そ
れ
は
、
政
治
主
導
が
強
化
さ
れ
た
場
合
に
無
条
件
に
司

法
敬
譲
を
認
め
る
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
モ
デ
ル
か
ら
、
静
か
な
離
反
を
告
げ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
章
で
み

る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
判
決
と
こ
こ
で
引
用
し
た
判
例
評
釈
は
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
司
法
審
査
論
の
な
か
で
重
要
な
一
角
を
構
成
す
る
こ
と
に

な
る
。

五
　
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
「
行
政
府
内
に
お
け
る
権
力
分
立
」
論

㈠
　
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
「
行
政
府
内
に
お
け
る
権
力
分
立
」
論

　「
行
政
府
内
に
お
け
る
権
力
分
立
」
論
の
提
唱
者
で
あ
る
憲
法
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
が
進
む
状
況
の
な
か
で
、

改
め
て
憲
法
学
の
観
点
か
ら
、
官
僚
機
構
固
有
の
機
能
を
再
評
価
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
行
政
国
家
の
正

統
性
を
支
え
て
き
た
憲
法
原
理
と
し
て
、
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
の
仕
組
み
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
行
政
内
部
の
組
織
構
造

は
、
大
統
領
と
職
業
公
務
員
に
よ
っ
て
分
権
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
の
抑
制
均
衡
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
を
起
源
と
す
る
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
抑
制
均
衡
を
可
能
と
す
る
制
度
設
計
が
実
装
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

再
発
見
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
憲
法
的
意
義
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
司
法
審
査
と
の
関
係
で
は
、
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
を
維
持
強
化
す
る

観
点
か
ら
、
司
法
審
査
の
役
割
が
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
準
に
検
討
す
る
。
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1　

行
政
内
部
の
抑
制
均
衡

　
本
稿
で
も
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
ま
で
に
か
け
て
、
広
範
な
規
制
権
限
を

委
任
さ
れ
た
官
僚
機
構
が
増
大
し
、
い
わ
ゆ
る
行
政
国
家
が
誕
生
し
た
。
も
っ
と
も
、
憲
法
典
自
身
は
、《
立
法
＝
議
会
／
司
法
＝
裁
判

所
／
執
行
＝
大
統
領
》
と
い
う
形
で
権
力
の
配
分
を
規
定
し
て
い
る
た
め
、
行
政
国
家
の
実
態
は
、
常
に
そ
の
正
統
性
が
疑
問
視
さ
れ
続

け
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
行
政
内
部
の
分
権
性
に
注
目
す
る
こ
と
で
こ
の
疑
念
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、「
行
政
権
の
一
極
集
中
を
避
け
、
そ
の
内
部
を
三
つ
の
層
に
分
権
化
す
る
こ
と
で
、
権
力
分
立
原
理
の
持
っ
て
い
る
永
続
的
で

発
展
的
な
価
値
原
理
へ
の
忠
誠
が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
）
₆₇
（

る
」。
行
政
府
は
三
つ
の
内
部
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
分
権
化
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
第
一
に
大
統
領
及
び
こ
れ
と
政
策
的
選
好
を
共
有
し
て
い
る
政
治
任
用
職
（presidentially appointed agency leader

）、
第
二

に
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
政
治
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
職
業
公
務
員
（politically insulated career service

）、
第
三
に
パ
ブ
コ
メ

手
続
を
通
じ
て
行
政
過
程
に
参
画
す
る
市
民
社
会
、
と
い
う
三
つ
の
内
部
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
分
権
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
分
権
的
な
組
織
構
造
に
よ
っ
て
、
組
織
内
部
で
の
抑
制
と
均
衡
が
確
保
さ
れ
、
単
独
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
権
力
の
独
占
が
抑
止
さ
れ
て

い
る
。
大
統
領
と
官
僚
が
相
互
に
対
峙
す
る
状
況
は
、
両
者
の
間
に
相
互
監
視
と
相
互
協
働
の
状
態
を
作
り
出
し
、
そ
の
結
果
、
大
統
領

に
よ
る
民
主
的
な
責
任
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
請
と
、
官
僚
機
構
の
持
つ
専
門
知
に
基
づ
い
て
合
理
的
に
行
政
を
運
営
す
る
要
請
が
調
和
的

に
最
適
化
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
憲
法
上
、
行
政
各
部
に
大
統
領
の
指
揮
監
督
権
が
及
ぶ
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ

れ
は
、
内
部
の
分
権
性
を
解
体
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
強
力
な
集
権
性
を
意
味
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
憲
法
的
に
は
、
政
治
家
か
ら
の
党
派

的
要
求
を
遮
断
し
、
合
理
的
な
行
政
プ
ロ
セ
ス
を
持
続
的
に
維
持
で
き
る
よ
う
な
、
内
部
的
な
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
行
政
組
織
の
内
部
に
、
大
統
領
や
そ
の
配
下
の
政
治
任
用
職
の
リ
ー
ダ
ー
と
は
別
に
、
専
門
性
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
備
え
た
職
業
公
務
員
が
必
要
と
な
る
。
職
業
公
務
員
は
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
内
面
化
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さ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
職
業
公
務
員
は
、
専
門
性
の
観
点
か
ら
、「
合
理
性
が
な
く
、
極
度
に
党
派
的
な
政
策
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

政
治
任
用
職
の
リ
ー
ダ
ー
の
試
み
に
抵
抗
す
）
₆₈
（

る
」
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
行
政
内
部
で
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

司
法
審
査
を
通
じ
て
維
持
強
化
の
対
象
と
な
る
た
め
、
一
定
の
規
範
的
拘
束
力
を
帯
び
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
職
業
公
務
員
は
、「
合
理
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
）
₆₉
（

ト
」
に
依
拠
し
た
定
型
的
な
行
動
を
起
こ

す
た
め
、
政
治
家
か
ら
の
党
派
的
な
要
求
を
、
専
門
性
の
観
点
か
ら
効
果
的
に
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い

る
政
治
家
固
有
の
党
派
性
と
は
何
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
ア
ッ
カ
マ
ン
の
機
能
分
化
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
れ
を

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
設
計
の
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
先
述
し
た
ア
ッ
カ
マ
ン
の
論
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
）
₇₀
（
る
。

　
大
統
領
は
任
期
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
短
い
時
間
枠
（short w

indow

）
で
自
ら
が
掲
げ
る
政
策
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
必
然
的
な
齟
齬
が
発
生
す
る
。
即
ち
、
大
統
領
が
自
ら
の
政
策
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
と
、
手
続
き
に
も
手
間
が
掛
か
り
・
実
体
的
に
も
自
ら
の
行

動
に
制
限
を
掛
け
る
よ
う
な
議
会
の
指
令
に
従
う
こ
と
、
の
間
に
は
必
然
的
な
緊
張
関
係
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
任
用
職
は
、
合
理
主
義
的
か
つ

法
治
主
義
的
で
・
市
民
参
加
の
よ
う
に
手
続
き
の
手
数
を
踏
む
よ
う
な
行
政
の
機
能
を
時
折
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
、
大
統
領
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
達
成
に
加

担
す
る
よ
う
に
圧
力
を
受
け
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
ア
ッ
カ
マ
ン
に
倣
う
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
大
統
領
は
、
行
政
を
政
治
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
ら
の
政
策
目
標
を
実
現
す
る
よ
う
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
党
派
色
の
強
い
人
物
を
行
政
に
送
り
込
み
、
彼
ら
に
法
を
捻
じ
曲
げ
て
も
政

権
の
目
標
を
実
現
す
る
よ
う
に
嗾
け
る
。
そ
れ
故
、
大
統
領
の
同
胞
が
、
法
を
意
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
は
、
政
治
家
固
有
の
党
派
性
が
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
設
計
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ア
ッ
カ
マ
ン
の
機
能
分
化
論
で
も

述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
政
治
家
の
行
動
は
常
に
当
選
と
い
う
目
標
に
よ
っ
て
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
。
政
治
家
が
当
選
を
目
指
す
こ
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と
は
、
民
主
的
制
で
あ
る
以
上
、
自
然
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
、
特
定
の
支
持
者
か
ら
の
歓
心
を
買
う
目
的
で

法
執
行
を
党
派
的
に
歪
め
る
原
因
を
作
り
出
す
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
引
用
し
た
ア
ッ
カ
マ
ン
の
論
文
で
は
、
こ
の
点
が
次
の
よ
う
に
記
述
さ

れ
て
い
）
₇₁
（
る
。

　
政
治
家
が
民
主
制
の
下
に
あ
る
場
合
、
政
治
家
は
次
回
の
選
挙
で
当
選
す
る
こ
と
に
関
心
を
働
か
せ
る
。
そ
の
結
果
、
政
治
家
は
、
特
定
の
支
持
者
、

と
り
わ
け
自
分
の
再
選
に
裨
益
す
る
よ
う
な
支
持
者
の
歓
心
を
買
お
う
と
し
て
、
法
を
捻
じ
曲
げ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
家
の
党
派

的
な
動
機
を
別
に
し
て
も
、
政
治
家
に
は
、
事
実
関
係
を
精
査
す
る
時
間
が
な
い
。
政
治
家
が
特
定
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
た
場
合
に
も
、
彼
ら
が
問

題
を
取
り
扱
う
際
の
態
度
は
、
専
門
の
作
法
に
則
っ
た
（disciplined

）
継
続
的
な
調
査
を
行
う
と
い
う
よ
り
も
、
公
衆
一
般
に
と
っ
て
そ
の
事
実
が

ど
う
見
え
る
の
か
を
重
視
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ッ
カ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
政
治
家
は
、
自
ら
の
成
果
を
有
権
者
に
売
り
込
み
、
支
持
者
か
ら
多
く
の
歓
心
を
買
う
た
め

に
、
専
門
性
や
合
法
性
を
度
外
視
し
て
振
舞
う
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
政
治
家
の
党
派
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
制
約
し
、
法
の

支
配
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
法
を
定
立
す
る
政
治
家
と
法
を
執
行
す
る
官
僚
集
団
と
を
、
機
能
的
に
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
に
戻
る
と
、
先
の
引
用
箇
所
は
、
こ
の
ア
ッ
カ
マ
ン
の
洞
察
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
に
よ
れ

ば
、
大
統
領
か
ら
の
党
派
的
な
要
求
を
遮
断
し
、
行
政
の
合
理
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
内
面
化
さ

せ
た
存
在
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
職
業
公
務
員
は
、
行
政
組
織
内
部
の
「
法
の
支
配
の
防
波
堤
」
と
し
て
、「
党
派
性
の
な
い
法

執
行
（im

partial execution of law

）」
を
維
持
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
と
な
）
₇₂
（

る
。
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憲
法
的
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度
設
計
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
で
は
、
職
業
公
務
員
が
、
大
統
領
の
党
派
性
や
独
断
性
を
抑
制
す
る
こ
と
で
、
行
政
の
専
門
性
を

維
持
す
る
役
割
を
担
う
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
制
度
条
件
の
下
で
実
装
さ
れ
て
き

た
の
か
。
職
業
公
務
員
の
憲
法
的
機
能
を
支
え
る
、
制
度
上
の
基
盤
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
を

起
源
と
す
る
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
、「
行
政
内
部
で
の
権
力
分
立
の
構
築
を
目
指
す
憲
法
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
効
化
（validate

）

し
て
き
）
₇₃
（
た
」
と
指
摘
し
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
に
よ
っ
て
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
や
こ
れ
を
可
能
に
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
設
計
が
構
築
さ

れ
て
き
た
と
強
調
し
て
い
る
。

　
憲
法
典
自
身
は
、
官
僚
制
の
仕
組
み
や
職
業
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
直
接
具
体
的
な
言
及
を
し
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
「
現
代
に
お
け

る
行
政
統
治
の
基
本
構
造
を
規
定
し
て
き
た
の
）
₇₄
（

は
」、
職
業
公
務
員
制
を
導
入
し
た
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
で
あ
り
、
こ
の
法
律
が
、
準
憲
法

法
律
（super-statute

）
と
し
て
こ
の
領
域
を
規
律
し
て
き
た
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
こ
れ
を
準
憲
法
法
律
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
こ
で
は
、
憲
法
的

価
値
が
充
塡
さ
れ
て
い
る
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
自
身
は
準
憲
法
法
律
を
、「
規
範
的
な
い
し
制
度
的
な
文
化
を
、
深

い
次
元
に
お
い
て
浸
透
さ
せ
て
き
）
₇₅
（
た
」
法
律
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
は
、
抑
制
均
衡
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
、
行
政

組
織
の
内
部
に
浸
透
さ
せ
て
き
た
点
で
、
準
憲
法
法
律
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
準
憲
法
法
律
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
。
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
は
、
一
体
、
職

業
公
務
員
の
行
動
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
具
体
的
に
ど
う
規
定
し
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
設
計
の
仕
組
み
は
、

ど
の
よ
う
な
形
で
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
に
繫
が
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
に
よ
っ
て

導
入
さ
れ
た
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
意
義
を
、
ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ
ム
と
の
対
比
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
マ
イ
ケ
ル
ズ

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
₇₆
（

る
。



「行政府内における権力分立」論の憲法的意義

207

　
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
公
務
員
制
度
改
革
に
よ
っ
て
、
官
僚
機
構
の
仕
組
み
と
こ
れ
を
律
す
る
規
範
及
び
そ
の
人
事
制
度
が
作
り
変

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
治
的
縁
故
で
は
な
く
採
用
試
験
の
点
数
で
、
公
務
員
の
採
用
と
昇
進
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
務
員
の
在
任

保
障
（tenure protections

）

―
解
任
を
基
礎
付
け
る
正
当
な
根
拠
（cause

）
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
、
公
務
員
は
継
続
的
に
雇
用
さ
れ
続
け
る

こ
と
が
法
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
特
に
重
要
な
在
任
保
障
と
な
っ
て
い
る

―
は
、
被
用
者
で
あ
る
公
務
員
に
対
し
て
強
固
な
在
職
保
障
を

与
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
専
門
知
の
蓄
積
が
可
能
に
な
っ
た
他
、
公
務
員
が
、
大
統
領
の
党
派
的
圧
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
。
旧
来
の
ス
ポ
イ
ル
ズ
・

シ
ス
テ
ム
で
は
、
官
職
に
関
わ
る
不
正
が
横
行
し
、
採
用
の
基
準
が
政
治
的
な
都
合
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
在
職
者
が
頻
繁
に
変
更
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
公
務
員
の
在
任
保
障
は
、
ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
強
靱
で
豊
か
な
制
度
文
化

を
、
行
政
機
関
の
な
か
に
醸
成
さ
せ
た
。
…
…
こ
う
し
て
政
府
職
員
は
、
政
党
の
マ
シ
ー
ン
や
特
定
の
大
統
領
の
た
め
に
僅
か
数
年
の
期
間
で
役
務
す

る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
た
め
に
職
業
公
務
員
（career

）
と
し
て
役
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
職
業
公
務
員
が
、
各
大
統
領
の
政
権

を
跨
い
で
継
続
的
に
在
職
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
行
政
は
よ
り
安
定
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
政
治
か
ら
分
離
さ
れ
た
職
業
公
務
員
に
は
、
自
ら
が

管
轄
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
そ
の
執
務
知
識
を
身
に
付
け
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
や
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
行
政
は
よ

り
専
門
家
的
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
に
よ
っ
て
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
職
業
公
務
員
の
採
用
や
昇
進
が
、
政
党
や

大
統
領
の
政
治
的
な
影
響
）
₇₇
（

力
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
職
業
公
務
員
が
、
専
門
家
の
集
団
と
し
て
再
編
さ
れ
る
た
め
の
土
台

が
形
成
さ
れ
た
。
即
ち
、
ま
ず
、
競
争
採
用
試
験
が
導
入
さ
れ
た
他
、
公
務
員
と
し
て
任
用
さ
れ
る
と
、「
政
治
任
用
職
の
上
官
と
政
治

的
な
い
し
政
策
的
な
観
点
で
考
え
が
一
致
し
な
い
と
し
て
も
、
解
任
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
）
₇₈
（

た
」。
こ
の
よ
う
に
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス

テ
ム
の
下
で
は
、「
職
業
公
務
員
が
政
治
的
な
動
機
に
基
づ
く
不
当
な
人
事
措
置
か
ら
法
的
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
」
た
め
、
公
務
員
の

在
任
保
障
が
強
化
さ
れ
、「
自
己
の
専
門
性
を
向
上
さ
せ
る
機
会
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
が
醸
成
さ
れ
）
₇₉
（
た
。
こ
う
し
て
、
行
政
組
織
の
専

門
分
化
が
進
ん
だ
結
果
、「
職
業
公
務
員
の
忠
誠
心
が
、
一
般
的
に
職
能
上
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
）
₈₀
（

る
」
よ
う
に
な
り
、
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そ
の
よ
う
な
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、「
権
力
に
真
実
を
忠
言
す
る
（speak truth to po

）
₈₁
（

w
er

）」
心
性
を
内
面
化
さ
せ
た
、
と
マ

イ
ケ
ル
ズ
は
指
摘
す
る
。
即
ち
、
職
業
公
務
員
は
「
職
業
規
範
上
超
え
て
な
ら
な
い
一
線
」
を
共
有
し
て
い
る
た
め
、「
法
律
上
・
道
徳

上
・
職
業
規
範
上
の
理
由
か
ら
大
統
領
の
考
え
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
）
₈₂
（
る
」
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
対
抗
的
な
行
動
動
機
が
、「
法
を
捻

じ
曲
げ
て
党
派
性
の
強
い
利
益
を
断
行
し
よ
う
と
す
）
₈₃
（

る
」
大
統
領
サ
イ
ド
の
専
制
性
を
牽
制
し
、
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
を
実
装
化
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

3　

抑
制
均
衡
を
維
持
強
化
す
る
司
法
審
査
の
役
割

　
以
上
の
よ
う
に
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
「
行
政
府
内
に
お
け
る
権
力
分
立
」
論
は
、
ア
ッ
カ
マ
ン
の
機
能
分
化
論
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
こ

れ
を
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
設
計
の
観
点
か
ら
再
構
成
し
た
議
論
で
あ
る
。
大
統
領
か
ら
の
党
派
的
な
要
求
を
遮
断
し
、
法
執
行
の
合
理
性
や

専
門
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
内
面
化
さ
せ
た
職
業
公
務
員
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ

の
場
合
、
そ
う
し
た
制
度
設
計
を
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
を
起
源
と
す
る
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
担
っ
て
き
た
。

　
従
っ
て
、
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
は
、
合
法
性
を
度
外
視
し
て
振
舞
う
政
治
家
が
い
る
場
合
に
、
職
業
公
務
員
が
こ
れ
を
諫
め
る
局
面

の
な
か
で
先
鋭
化
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
内
部
的
チ
ェ
ッ
ク
の
契
機
は
、
常
に
奏
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
政
治
家
が
、
専
門
家
か

ら
の
箴
言
を
無
視
し
て
強
引
に
政
策
主
導
を
進
め
る
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
得
る
。
そ
れ
は
、
第
四
章
で
実
際
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、「
行
政
府
内
に
お
け
る
権
力
分
立
」
論
は
、
結
局
政
治
家
の
善
意
に
依
存
し
た
脆
弱
な
理
論
枠
組
み
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
、

少
な
く
と
も
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
そ
う
論
じ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
を
支
え
る
仕
組
み
と
し
て
、
こ
れ

を
維
持
強
化
す
る
司
法
審
査
の
実
効
性
を
強
調
し
て
い
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
行
政
措
置
が
、
官
僚
集
団
か
ら
の
内
部
的
な
チ
ェ
ッ

ク
を
経
ず
に
大
統
領
の
独
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
決
定
に
対
す
る
審
査
密
度
を
引
き
上
げ
、
専
門
的
デ
ー

タ
に
裏
付
け
ら
れ
た
合
理
的
な
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
以
下
、
具
体
例
に
即
し
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な
が
ら
敷
衍
し
て
説
明
す
る
（
な
お
、
左
に
紹
介
す
る
判
例
の
他
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
前
記
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
判
決
（
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
介
入
で
科
学
レ
ポ
ー

ト
の
内
容
が
改
変
さ
れ
た
事
例
）
を
参
照
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
重
複
す
る
の
で
割
愛
す
る
）。

　
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
を
維
持
強
化
す
る
観
点
か
ら
再
構
成
で
き
る
先
例
と
し
て
、
一
九
八
三
年
のState Farm

判
決
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
受
動
制
動
装
置
（
自
動
ベ
ル
ト
な
い
し
エ
ア
バ
ッ
ク
）
の
設
置
を
義
務
付
け
る
安
全
基
準
が
撤
廃
さ
れ
た
こ
と

の
違
法
性
が
争
点
と
な
っ
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
最
高
裁
は
、「
行
政
機
関
は
、
関
連
す
る
デ
ー
タ
を
精
査
し
た
う
え
で
、
当
該
規
制

措
置
を
基
礎
付
け
る
十
分
な
説
明
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
具
体
的
に
は
、
調
査
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
事
実
と
当
該
措
置
と
の
間

の
合
理
的
な
関
係
性
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
₈₄
（

い
」
と
の
審
査
基
準
を
示
し
た
。
従
前
の
安
全
基
準
が
撤
廃
さ
れ
た
背
景
に
は
、
新

し
く
就
任
し
た
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
規
制
緩
和
政
策
が
影
響
し
て
い
た
が
、
法
廷
意
見
は
、
政
権
交
代
に
伴
う
新
し
い
大
統
領
の
政
策
が
、

そ
の
ま
ま
合
法
性
を
支
え
る
合
理
的
な
根
拠
（rational ba

）
₈₅
（sis

）
に
な
る
と
述
べ
た
反
対
意
見
の
見
解
を
斥
け
、
あ
く
ま
で
も
「
行
政
機

関
の
専
門
性
の
産
物
」
と
い
え
る
程
度
に
「
十
分
な
根
拠
と
説
明
」
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
₈₆
（
い
と
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
審
査
基

準
は
、
科
学
的
な
デ
ー
タ
分
析
に
基
づ
く
理
由
提
示
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
司

法
審
査
の
あ
り
方
は
、
専
門
家
で
あ
る
職
業
公
務
員
が
「
規
則
制
定
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
よ
り
大
き
な
役
割
を
発
揮
す
る
公
算
を
高
め

る
）
₈₇
（

」
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
判
決
やState Farm

判
決
を
参
酌
し
な
が
ら
、
司
法
審
査
を
通
じ
て
行
政
内
部
の
抑
制
均

衡
を
維
持
強
化
す
る
方
途
に
つ
い
て
一
定
の
解
釈
図
式
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
内
部
文
書
に
改
変
が
加
え
ら
れ
る
場
合
な
ど
、

官
僚
機
構
が
過
度
に
政
治
化
さ
れ
る
こ
と
で
「
行
政
内
部
の
権
力
分
立
が
崩
壊
し
そ
れ
が
短
期
間
で
変
更
さ
れ
た
」
と
み
ら
れ
る
場
合
に

は
、
裁
判
所
は
、Chevron

敬
譲
の
適
用
を
取
り
止
め
、State Farm
型
の
ハ
ー
ド
ル
ッ
ク
を
適
用
し
、
行
政
の
内
部
的
チ
ェ
ッ
ク
を
維

持
強
化
す
る
よ
う
な
審
査
を
行
う
べ
き
と
さ
れ
）
₈₈
（

る
。
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㈡
　
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
の
意
義
・
課
題
・
反
響

　
ま
と
め
る
と
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
「
行
政
府
内
に
お
け
る
権
力
分
立
」
論
で
は
、
官
僚
機
構
の
専
門
的
自
律
性
を
再
評
価
す
る
試
み
が
、

①
職
業
公
務
員
制
度
の
再
評
価
と
②
司
法
審
査
の
役
割
の
再
定
位
と
い
う
二
つ
の
次
元
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸

点
に
つ
き
議
論
の
要
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
他
の
論
者
の
解
釈
論
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。

　
ま
ず
、
職
業
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
政
治
家
と
官
僚
と
の
機
能
分
化
を
実
効
化
す
る
よ
う

な
制
度
設
計
が
構
築
さ
れ
て
き
た
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
大
統
領
か
ら
の
党
派
的
な
要
求
を
遮
断
し
、
法
執
行
の
合
理
性
や
専
門
性
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
内
面
化
さ
せ
た
職
業
公
務
員
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
こ
ろ
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ

ス
テ
ム
は
、
職
業
公
務
員
の
採
用
や
昇
進
を
、
政
党
や
大
統
領
の
影
響
力
か
ら
切
り
離
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
を
涵
養
す
る
よ
う
な
組
織
環
境
を
醸
成
し
て
き
た
。
そ
の
う
え
で
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
を
起
源
と
す
る
現
行
の
職

業
公
務
員
制
度
が
、
抑
制
均
衡
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
行
政
内
部
で
も
浸
透
さ
せ
て
き
た
と
い
う
点
を
捉
え
て
、
こ
れ
を
準
憲
法
法
律
と

し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
但
し
、
準
憲
法
法
律
と
い
う
規
範
形
式
が
、
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
規
範
的
要
請
を
指
し
て
い
る
の
か
、
制
定
法
レ

ベ
ル
で
の
恒
久
的
な
基
本
政
策
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
立
ち
入
っ
た
検
討
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
に
よ

れ
ば
、
憲
法
規
範
を
通
じ
た
統
治
機
構
の
規
律
化
の
仕
組
み
は
、
憲
法
典
だ
け
で
は
完
結
せ
ず
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
公
務
員
制
度
な
ど
の

基
本
法
制
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
学
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
実
定
制
度
が
、
本
当
に
憲
法
的
価
値
を
実

現
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
規
範
的
に
分
析
・
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
）
₈₉
（
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
準
憲
法
法
律
と
い
う
視
座
は
、

職
業
公
務
員
制
度
が
果
た
し
て
き
た
憲
法
的
価
値
を
審
問
す
る
分
析
概
念
と
し
て
一
定
の
意
義
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

職
業
公
務
員
制
度
の
憲
法
的
役
割
に
着
目
す
る
、
こ
の
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
見
解
は
、
他
の
論
者
に
も
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
メ
ッ
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ツ
ガ
ー
は
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
こ
れ
を
誠
実
執
行
条
項
（
合
衆
国
憲
法
二
条
三
節
）
の
解
釈
論
と
し
て
再
構
成
し
て

い
）
₉₀
（

る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
誠
実
執
行
条
項
（「
大
統
領
は
法
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇The President

﹈ shall 

take care that the Law
 faithfully be executed.

）
の
下
で
は
、
法
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
一
定
の
質
を
要
求
し
て
い
る
他
、
そ
の

行
使
の
過
程
の
な
か
で
大
統
領
以
外
の
他
者
（
条
文
は
受
動
態
に
な
っ
て
い
る
）
が
介
在
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
専
門
性

や
合
理
性
の
要
求
さ
れ
る
領
域
で
は
、
そ
の
執
行
の
質
を
担
保
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
適
格
な
執
行
体
制
が
要
求
さ
れ
る
。
換

言
す
る
と
、
大
統
領
の
恣
意
や
独
断
性
を
抑
制
し
、
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
た
合
理
的
な
行
政
を
持
続
的
に
保
障
す
る
た
め
に
は
、
職
業

公
務
員
を
媒
介
と
し
た
内
部
的
な
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
。

　
次
に
司
法
審
査
に
関
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
行
政
内
部
で
の
専
門
的
チ
ェ
ッ
ク
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
司
法
審
査
を
通
じ
て
維
持
強
化

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
先
述
の
メ
ッ
ツ
ガ
ー
は
、
具
体
的
な
裁
判
例
の
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
、

「
裁
判
所
は
、
身
分
の
保
障
さ
れ
た
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
反
対
を
飛
び
越
え
て

―
ま
た
は
、
行
政
内
部
で
の
協
議
や
審
査
な
し
で

―
な

さ
れ
た
決
定
に
は
高
め
ら
れ
た
司
法
審
査
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
シ
グ
ナ
ル
を
送
る
こ
と
で
、
内
的
チ
ェ
ッ
ク
を
促
進
強
化
す
る
こ
と
が

で
き
）
₉₁
（
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
メ
ッ
ツ
ガ
ー
を
含
め
た
他
の
論
者
に
よ
る
マ
イ
ケ
ル
ズ
受
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
示
し
た
理
論
的
着
眼
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
解
釈
学
説
に
お
い
て
確
実
な
拡
が
り
を
み
せ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
　
結

　
一
九
世
紀
後
半
の
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
行
政
機
構
を
専
従
の
職
業
公
務
員
制
度
に
よ
っ
て
組
織
し
、

行
政
を
専
門
性
の
領
域
と
し
て
観
念
す
る
法
理
念
が
形
成
さ
れ
た
。
グ
ッ
ト
ナ
ウ
や
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
学
説
に
代
表
さ
れ
る
、
こ
の
理
論
は
、
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実
定
法
上
、
職
業
公
務
員
制
度
の
導
入
を
正
当
化
し
、
官
僚
機
構
の
専
門
的
自
律
性
を
正
当
化
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

行
政
の
作
用
や
組
織
を
め
ぐ
る
あ
り
方
は
、
行
政
管
理
の
集
権
化
を
強
化
す
る
一
連
の
行
政
改
革
に
よ
っ
て
そ
の
後
大
き
な
変
容
を
遂
げ

て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
報
告
書
以
降
、
実
定
法
上
、
組
織
の
内
部
編
成
・
人
事
・
予
算
・
政
策
調
整
の
各
局
面
で
大
統
領
の
指

揮
監
督
権
限
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
が
進
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
行
政
モ
デ
ル
の
変
化
を
、
法
理
論

的
に
描
写
し
た
の
が
、
ケ
ー
ガ
ン
の
「
大
統
領
に
よ
る
行
政
」
論
で
あ
る
。
こ
の
学
説
で
は
、
行
政
の
民
主
的
正
当
性
を
確
保
す
る
理
念

の
下
、
大
統
領
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

　
も
っ
と
も
、
行
政
管
理
の
集
権
）
₉₂
（

化
が
推
し
進
め
ら
れ
た
結
果
、
今
度
は
そ
の
反
作
用
と
し
て
、
行
政
内
部
で
の
専
門
的
チ
ェ
ッ
ク
を
迂

回
し
独
断
的
に
政
治
主
導
を
断
行
す
る
大
統
領
の
専
制
性
が
、
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
マ
イ
ケ
ル
ズ

は
、
政
治
と
行
政
と
の
機
能
分
担
を
改
め
て
自
覚
的
に
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
か
ら
の
党
派
的
な

要
求
を
遮
断
し
、
法
執
行
の
合
理
性
や
専
門
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
内
面
化
さ
せ
た
職
業
公
務
員

の
存
在
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
そ
う
し
た
制
度
設
計
を
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
を
起
源
と
す
る
メ
リ
ッ
ト
・
シ

ス
テ
ム
が
担
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、「
職
業
公
務
員
は
、
政
治
的
な
動
機
に
基
づ
い
て
解
任
さ
れ
、

昇
任
降
格
等
の
人
事
的
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
」
た
め
、
彼
ら
は
、「
法
的
に
も
文
化
的
に
も
実
際
的
に
も
独
立
し
た
」
存
在
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
）
₉₃
（
た
。
そ
の
た
め
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
政
治
家
か
ら
の
党
派
的
要
求
を
毅
然
と
撥
ね
付
け
得
る
よ

う
な
、
専
門
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
て
、
行
政
内
部
の
分
権
的
な
組
織
構
造
は
、
職
業
公
務
員
を
担
い
手
と
す
る
専
門
的
チ
ェ
ッ
ク
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
内
部
的
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
組
み
は
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
を
通
じ
て
維
持
強
化
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
行
政
活
動
の
司
法
審
査

の
際
に
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
合
理
的
根
拠
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
大
統
領
が
行
政
内
部
の
専
門
的
チ
ェ
ッ
ク
を
無
視
し
て
独
断
主
義

を
断
行
す
る
こ
と
を
抑
止
し
て
き
た
。
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も
っ
と
も
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
第
一
に
、
本
稿
で
は
、
学
説
動
向
の
変
遷
に
焦
点
を
当
て
た
た
め
、
必
ず
し
も
憲
法
条
文
と
結

び
付
い
た
解
釈
論
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
の
学
説
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
民
営

化
を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
わ
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
官
僚
機
構
の
機
能
を
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
代
替
す
る
動
き
が
進
ん
で
い
る
。

マ
イ
ケ
ル
ズ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
官
僚
機
構
の
専
門
的
自
律
性
を
再
評
価
す
る
必
要
が
出
て
き
た
の
は
、
官
僚
機
構
の
政
治
化
と
そ

の
民
営
化
が
同
時
に
進
行
す
る
な
か
で
、
職
業
公
務
員
が
、
大
統
領
に
よ
っ
て
随
意
罷
免
可
能
な
民
間
被
用
者
に
造
り
変
え
ら
れ
、
そ
の

結
果
、
行
政
内
部
の
抑
制
均
衡
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
以
上
二
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
一
歩
ず
つ
検
討
を
深
め
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

（
₁
）  

飯
尾
潤
『
日
本
の
統
治
構
造
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
七
）。

（
₂
）  

議
事
概
要
等
も
含
め
て
、
行
政
改
革
会
議
事
務
局
Ｏ
Ｂ
会
編
『
₂₁
世
紀
の
日
本
の
行
政
』（
一
九
九
八
）。

（
₃
）  

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
と
「
法
の
支
配
」』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
）。
高
橋
和
之
『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）、

同
『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）。
佐
藤
幸
治
＝
高
橋
和
之
「〔
対
談
〕
統
治
構
造
の
変
革
」
ジ
ュ
リ
一
一
三
三
号

（
一
九
九
八
）
八
頁
。

（
₄
）  

内
閣
人
事
局
の
設
置
も
含
め
て
、
高
橋
滋
『
法
曹
実
務
の
た
め
の
行
政
法
入
門
』（
判
例
時
報
社
、
二
〇
二
一
）
六
〇
頁
以
下
。
経
済
財
政
諮

問
会
議
の
設
置
と
大
蔵
省
主
計
局
の
影
響
力
後
退
に
つ
き
、
宍
戸
常
寿
「
予
算
編
成
と
経
済
財
政
諮
問
会
議
」
法
教
二
七
七
号
（
二
〇
〇
三
）
七

一
頁
。

（
₅
）  

牧
原
出
『
崩
れ
る
政
治
を
立
て
直
す
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
八
）、
嶋
田
博
子
『
政
治
主
導
下
の
官
僚
の
中
立
性
』（
慈
学
社
出
版
、

二
〇
二
〇
）。

（
₆
）  

山
本
龍
彦
「
政
官
関
係
と
司
法
に
つ
い
て
の
覚
書
」
判
時
二
三
七
二
号
（
二
〇
一
八
）
三
頁
。
な
お
、
本
稿
と
は
方
向
性
や
視
点
が
異
な
る
が
、

行
政
機
構
の
憲
法
的
位
置
付
け
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
研
究
も
登
場
し
て
い
る
。
沼
本
裕
太
「
執
政
概
念
の
歴
史
的
研
究
（
一
）
〜

（
三
）」
法
学
論
叢
一
八
三
巻
二
号
（
二
〇
一
八
）
一
〇
七
頁
、
同
一
八
四
巻
六
号
（
二
〇
一
九
）
一
一
五
頁
、
同
一
八
五
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）

八
六
頁
、
同
「
各
省
に
お
け
る
大
臣
補
佐
機
構
の
日
独
仏
比
較
研
究
（
一
）
〜
（
三
）」
法
学
論
叢
一
九
〇
巻
三
号
（
二
〇
二
一
）
二
六
頁
、
同
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一
九
〇
巻
四
号
（
二
〇
二
二
）
八
二
頁
、
同
一
九
〇
巻
六
号
（
二
〇
二
二
）
五
三
頁
。
関
連
し
て
、
上
田
健
介
『
首
相
権
限
と
憲
法
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
三
）
も
参
照
。

（
₇
）  Ｓｅｅ  L

eo
n

ard d
 W

h
ite, t

h
e r

epu
bLican e

ra, 1869 -1901 （1958

）. 
（
₈
）  F

ran
k J. G

o
o

d
n

o
W, p

o
Litics an

d a
d

m
in

istratio
n 85 （1900

）.
（
₉
）  ɪｄ. at 84.

（
₁₀
）  Civil Service Act of 1883, ch. 27, 22 Stat. 403 

（1883

） （am
ended 1978

）. 

一
九
七
八
年
の
公
務
員
制
度
改
革
法
に
つ
い
て
は
、
本
稿

で
も
第
二
章
第
二
節
（
人
事
委
員
会
の
廃
止
）
や
第
四
章
第
一
節
（
Ｓ
Ｅ
Ｓ
の
導
入
に
伴
う
政
治
任
用
職
の
拡
大
）
に
お
い
て
触
れ
る
が
、
よ
り

詳
細
に
は
、N

ote, Ｄ
ｅｖｅˡｏｐⅿ

ｅｎｔ　ｉｎ　ｔʰｅ　ʟａʷ：　Ｐｕｂˡｉｃ　Ｅⅿ
ｐˡｏｙⅿ

ｅｎｔ, 97 h
arv. L. r

ev. 1611 （1984

）.

（
₁₁
）  G

o
o

d
n

o
W, ｓｕｐｒａ note 8, at 87.

（
₁₂
）  

こ
の
規
定
は
、
後
に
公
務
員
の
政
治
活
動
を
禁
止
す
る
ハ
ッ
チ
法
へ
と
結
実
す
る
。
参
照
、
駒
村
圭
吾
「
ハ
ッ
チ
法
と
公
務
の
政
治
的
中
立

性
」
比
較
憲
法
学
研
究
二
〇
号
一
九
頁
。

（
₁₃
）  d

avid e. L
eW

is, t
h

e p
o

Litics o
F p

resid
en

tiaL a
ppo

in
tm

en
ts 20 （2008

）. 

翻
訳
と
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
（
稲
継
監
訳
）『
大

統
領
任
命
の
政
治
学
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
）。

（
₁₄
）  ɪｄ. at 17.

（
₁₅
）  Ｓｅｅ W

h
ite, ｓｕｐｒａ note 7, at 344.

（
₁₆
）  N

ote, ｓｕｐｒａ note 10, at 1630.

（
₁₇
）  Act of Aug. 24, 1912, ch. 389 

§6, 37 Stat. 539, 555 （codified as am
ended at 5 U. S. C. 

§7513.

）.

（
₁₈
）  M

yers v. U
nited States, 272 U. S. 52, 173 （1926
）. 
こ
の
説
示
は
、
大
統
領
の
解
任
権
限
の
射
程
が
、
憲
法
上
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム

の
妥
当
す
る
下
級
官
吏
（inferior officer

）
に
は
及
ば
な
い
旨
を
確
認
す
る
文
脈
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
₁₉
）  F

red
erick c. m

o
sh

er, d
em

o
cracy an

d th
e p

u
bLic s

erv
ice 73 （2

nd ed., 1982

）.

（
₂₀
）  Felix Frankfurter, Ｔａｓｋ　ｏｆ　Ａ

ｄⅿ
ｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　ʟａʷ, 75 u. p

a. L. r
ev. 614, 618 （1927

）.

（
₂₁
）  

モ
ー
ト
ン
・
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
（
樋
口
範
雄
訳
）『
現
代
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
）
二
八
〇
、
二
九
一
頁
。

（
₂₂
）  Jam

es m. L
an

d
is, t

h
e a

d
m

in
istrativ

e p
ro

cess 23 -24 （1938

）.

（
₂₃
）  

合
衆
国
憲
法
二
条
一
節
一
項
は
、「
執
行
権
（executive pow

er

）
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
に
属
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
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い
う
大
統
領
の
執
行
権
と
行
政
権
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
制
憲
期
に
ま
で
遡
っ
た
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機

会
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
本
稿
で
は
、
行
政
が
専
門
性
の
領
域
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
展
開
を
分
析

し
て
い
る
）。
な
お
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
独
立
行
政
委
員
会
や
執
行
特
権
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
各
々
、
駒
村
圭
吾

『
権
力
分
立
の
諸
相
』（
南
窓
社
、
一
九
九
九
）、
大
林
啓
吾
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
執
行
特
権
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
）
を
参
照
。

（
₂₄
）  L

an
d

is, ｓｕｐｒａ note 22, at 50 -51.

（
₂₅
）  ɪｄ. at 69.

（
₂₆
）  ɪｄ. at 88.

（
₂₇
）  ɪｄ. at 1.

（
₂₈
）  ɪｄ. at 46.

（
₂₉
）  ɪｄ. at 24.

（
₃₀
）  m

o
sh

er, ｓｕｐｒａ note 19, at 83, 84.

（
₃₁
）  t

h
e p

resid
en

t

’s c
o

m
m

ittee o
n a

d
m

in
istrativ

e m
an

aG
em

en
t, a

d
m

in
istrativ

e m
an

aG
em

en
t in th

e G
o

v
ern

m
en

t o
F th

e u
n

ited 
s

tates （1937

）. 

（
₃₂
）  Ｓｅｅ Civil Service Reform
 Act of 1978, Pub. L. N

o. 95 -454, 92 Stat. 1111 （1978

）; 5 U. S. C. 

§§1101 -1105, 1201 -1206.

（
₃₃
）  t

h
eo

d
o

re J. L
o

W
i, t

h
e p

erso
n

aL p
resid

en
t 2 （1985

）.

（
₃₄
）  Ｓｅｅ Luther G

ulick, ɴ
ｏｔｅ　ｏｎ　ｔʰｅ　Ｔʰｅｏｒｙ　ｏｆ　Ｏ

ｒɡａｎｉｚａｔｉｏｎ, in p
apers o

n s
cien

ce o
F a

d
m

in
istratio

n 13 （1937

）.

（
₃₅
）  Elena Kagan, Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｉａˡ　Ａ

ｄⅿ
ｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ, 114 h

arv. L. r
ev. 2245, 2248 （2001

）.

（
₃₆
）  ɪｄ. at 2277.

（
₃₇
）  ɪｄ. at 2278.

（
₃₈
）  ɪｄ. at 2282.

（
₃₉
）  ɪｄ. at 2331 -2332.

（
₄₀
）  ɪｄ． at 2255 -2260. 

（
₄₁
）  Ｓｅｅ M

athew
 D. M

cCubbins, Roger G. N
oll &

 Barry R. W
eingast, Ａ

ｄⅿ
ｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ａｓ　ɪｎｓｔｒｕⅿ

ｅｎｔｓ　ｏｆ　Ｐｏˡｉｔｉｃａˡ　 
Ｃｏｎｔｒｏˡ, 3 J. L. e

co
n. &

 o
rG. 243 

（1987

）; M
athew

 D. M
cCubbins &

 Thom
as Schw

artz, Ｃｏｎɡｒｅｓｓｉｏｎａˡ　Ｏ
ｖｅｒｓｉɡʰｔ　Ｏ

ｖｅｒˡｏｏｋｅｄ：　
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Ｐｏˡｉｃｙ　Ｐａｔｒｏˡ　Ｖｅｒｓｕｓ　Ｆｉｒｅ　Ａ
ˡａｒⅿ

ｓ, 28 a
m. J. p

o
L. s

ci. 165 （1984

）.

（
₄₂
）  Kagan, ｓｕｐｒａ note 35, at 2260 -2264.

（
₄₃
）  ɪｄ. at 2353.

（
₄₄
）  a

n
th

o
n

y d
o

W
n

s, in
sid

e b
u

reau
cracy 158 -164 （1967

）.
（
₄₅
）  Kagan, ｓｕｐｒａ note 35, at 2264.

（
₄₆
）  Ｓｅｅ Jerry L. M

ashaw, Prodelegation: W
hy Ａ

ｄⅿ
ｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｓʰｏｕˡｄ　Ｍ

ａｋｅ　Ｐｏˡｉｔｉｃａˡ　Ｄ
ｅｃｉｓｉｏｎｓ, 1 J. L. e

co
n. &

 o
rG. 81 （1985

）; 
Jerry L. m

ash
aW, G

reed, c
h

ao
s, &

 G
o

v
ern

an
ce （1997

）.

（
₄₇
）  Ｓｅｅ Richard H

. Pildes &
 Cass R. Sunstein, ʀｅｉｎｖｅｎｔｉｎɡ　ｔʰｅ　ʀｅɡｕˡａｔｏｒｙ　Ｓｔａｔｅ, 62 u. c

h
i. L. r

ev. 1 （1995

）.

（
₄₈
）  Kagan, ｓｕｐｒａ note 35, at 2377.

（
₄₉
）  Chevron, U. S. A., Inc. v. N

at. Res. D
ef. Council, Inc., 467 U. S. 837, 842, 843, 844, 865 （1984

）.

（
₅₀
）  

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
五
章
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
行
政
法
に
お
け
る
先
行
研
究
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
。

本
稿
の
議
論
と
も
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
正
木
宏
長
『
行
政
法
と
官
僚
制
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
）
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
₅₁
）  Chevron, 467 U. S. at 865 -866.

（
₅₂
）  Kagan, ｓｕｐｒａ note 35, at 2248. 

（
₅₃
）  Jo

n d. m
ich

aeLs, c
o

n
stitu

tio
n

aL c
o

u
p 144 （2017

）.

（
₅₄
）  Blake Em

erson &
 Jon D. M

ichaels, Ａ
ｂａｎｄｏｎｉｎɡ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｉａˡ　Ａ

ｄⅿ
ｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ：　Ａ

　Ｃｉｖｉｃ　ɢ
ｏｖｅｒｎａｎｃｅ　Ａ

ɡｅｎｄａ　ｔｏ　Ｐｒｏⅿ
ｏｔｅ　 

Ｄ
ｅⅿ

ｏｃｒａｔｉｃ　Ｅｑｕａˡｉｔｙ　ａｎｄ　ɢ
ｕａｒｄ　ａɡａｉｎｓｔ　Ｃｒｅｅｐｉｎɡ　Ａ

ｕｔʰｏｒｉｔａｒｉａｎｉｓⅿ
, 68 u

cLa L. r
ev. 104, 107 （2021

）.

（
₅₅
）  ɪｄ. at 115.

（
₅₆
）  Kagan, ｓｕｐｒａ note 35, at 2298.

（
₅₇
）  Ｓｅｅ 5 U. S. C 

§§3134 （c

）-（d

）. Ｓｅｅ also L
eW

is, ｓｕｐｒａ note 12, at 23. 

メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
範
囲
外
で
大
統
領
が
政
治
任
用
を
行

い
得
る
主
な
職
域
は
、
各
省
の
長
官
・
副
長
官
・
次
官
な
ど
か
ら
成
る
上
院
承
認
職
と
、
各
省
の
課
長
級
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
非
職
業
公
務
員

枠
の
Ｓ
Ｅ
Ｓ
で
あ
る
。

（
₅₈
）  L

eW
is, ｓｕｐｒａ note 13, at 2.

（
₅₉
）  Robert F. D

urant &
 W

illiam
 G. Resh, Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｉａˡ　Ａ

ɡｅｎｄａ︐　Ａ
ｄⅿ

ｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　Ｓｔｒａｔｅɡｉｅｓ︐　ａｎｄ　ｔʰｅ　ʙｕｒｅａｕｃｒａｃｙ, in t
h

e o
xFo

rd 
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h
an

d
bo

o
k o

F th
e a

m
erican p

resid
en

cy 578 

（G
eorge C. Edw

ards II &
 W

illiam
 G. H

ow
ell ed., 2009

）. Ｓｅｅ Terry M
. M

oe, Ｔʰｅ　
Ｐｏˡｉｔｉｃｓ　ｏｆ　ʙｕｒｅａｕｃｒａｔｉｃ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ, in c

a
n th

e G
o

v
ern

m
en

t G
o

v
ern? 

（1989

）; Terry M
. M

oe &
 W

illiam
 G. H

ow
ell, Ｔʰｅ　 

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｉａˡ　Ｐｏʷｅｒ　ｏｆ　Ｕ
ｎｉˡａｔｅｒａˡ　Ａ

ｃｔｉｏｎ, 15 J. L. e
co

n. &
 o

rG. 132 （1999

）.
（
₆₀
）  L

eW
is, ｓｕｐｒａ note 13, at 211, 219.

（
₆₁
）  Bruce Ackerm

an, Ｔʰｅ　ɴ
ｅʷ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏʷｅｒｓ, 113 h

arv. L. r
ev. 633, 688 -709 （2000

）.

（
₆₂
）  42 U. S. C 

§7521

（a

）（1

）.

（
₆₃
）  Jody Freem

an &
 Adrian Verm

eule, Ｍ
ａｓｓａｃʰｕｓｅｔｔｓ　ｖ　ＥＰＡ

：　Ｆｒｏⅿ
　Ｐｏˡｉｔｉｃｓ　ｔｏ　Ｅｘｐｅｒｔｉｓｅ, 2007 s

u
p. ct. r

ev. 51, 55 （2007

）.

（
₆₄
）  Andrew

 C. Revkin et al., ʀｅｐｏｒｔ　ｂｙ　Ｅ．　Ｐ．　Ａ
．　ʟｅａｖｅｓ　Ｏ

ｕｔ　Ｄ
ａｔａ　ｏｎ　Ｃˡｉⅿ

ａｔｅ　Ｃʰａｎɡｅ, n
y t

im
es, June 19, 2003.

（
₆₅
）  M

assachusetts v. EPA, 549 U. S. 497, 533, 534 （2007

）.

（
₆₆
）  Freem

an &
 Verm

eule, ｓｕｐｒａ note 63, at 92, 52.

（
₆₇
）  m

ich
aeLs, c

o
n

stitu
tio

n
aL c

o
u

p, ｓｕｐｒａ note 53, at 52.

（
₆₈
）  ɪｄ. at 61.

（
₆₉
）  ɪｄ. at 67.

（
₇₀
）  ɪｄ. at 59 -60.

（
₇₁
）  Ackerm

an ｓｕｐｒａ note 61, at 688 -689.

（
₇₂
）  m

ich
aeLs, c

o
n

stitu
tio

n
aL c

o
u

p, ｓｕｐｒａ note 53, at 61, 44.

（
₇₃
）  ɪｄ. at 72.

（
₇₄
）  ɪｄ. at 71.

（
₇₅
）  ɪｄ. at 70 -71.

（
₇₆
）  ɪｄ. at 43 -44.

（
₇₇
）  

ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、
政
党
と
行
政
が
構
造
的
に
融
合
し
、
大
統
領
や
政
党
に
よ
っ
て
官
職
が
政
治
協
力
の
見
返
り
と
し
て
与
え
ら

れ
た
。Ｓｅｅ c

arpen
ter, ｉｎｆｒａ note 80, at 40 -41.

（
₇₈
）  Jon D. M

ichaels, ʀｕｎｎｉｎɡ　ɢ
ｏｖｅｒｎⅿ

ｅｎｔ　ʟｉｋｅ　ａ　ʙｕｓｉｎｅｓｓ　

…Ｔʰｅｎ　ａｎｄ　ɴ
ｏʷ, 128 h

arv. L. r
ev. 1152, 1164 （2015

）.

（
₇₉
）  ɪｄ. at 1163, 1164. 

関
連
す
る
法
令
に
つ
き
、
前
掲
注
（
₁₀
）、（
₁₇
）、（
₃₂
）
参
照
。
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（
₈₀
）  Jon D. M

ichaels, Ａ
ｎ　Ｅｎｄｕｒｉｎɡ︐　Ｅｖｏˡｖｉｎɡ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏʷｅｒｓ, 115 c

o
Lu

m. L. r
ev. 515, 544 （2015

） （citing d
an

ieL c
arpen

ter, 
t

h
e F

o
rG

in
G o

F b
u

reau
cratic a

u
to

n
o

m
y （2001

））.
（
₈₁
）  M

ichaels, ʀｕｎｎｉｎɡ　ɢ
ｏｖｅｒｎⅿ

ｅｎｔ, ｓｕｐｒａ note 78, at 1164.
（
₈₂
）  m

ich
aeLs, c

o
n

stitu
tio

n
aL c

o
u

p, ｓｕｐｒａ note 53, at 61 （citing L
eW

is, ｓｕｐｒａ note 13, at 30.

）.
（
₈₃
）  M

ichaels, Ｅｎｄｕｒｉｎɡ︐　Ｅｖｏˡｖｉｎɡ,　ｓｕｐｒａ note 80, at 541.

（
₈₄
）  M

otor Vehicle M
frs. Ass

’n v. State Farm
 M

ut. Auto. Ins. Co., 463 U. S. 29, 43 （1983

）.

（
₈₅
）  ɪｄ. at 59 （Rehnquist, dissenting

）. 

（
₈₆
）  ɪｄ. at 43, 34.

（
₈₇
）  Jon D. M

ichaels, Ｏ
ｆ　Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａˡ　Ｃｕｓｔｏｄｉａｎｓ　ａｎｄ　ʀｅɡｕˡａｔｏｒｙ　ʀｉｖａˡｓ：　Ａ

ｎ　Ａ
ｃｃｏｕｎｔ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｏ

ˡｄ　ａｎｄ　ɴ
ｅʷ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏʷｅｒｓ, 

91 n. y. u. L. r
ev. 227, 273 （2016

）.

（
₈₈
）  m

ich
aeLs, c

o
n

stitu
tio

n
aL c

o
u

p, ｓｕｐｒａ note 53, at 182.

（
₈₉
）  Ｓｅｅ Aziz Z. H

uq &
 Jon D. M

ichaels, Ｔʰｅ　Ｃｙｃˡｅｓ　ｏｆ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏʷｅｒｓ　Ｊｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｃｅ, 126 y
aLe L. J. 346 （2016

）.

（
₉₀
）  Ｓｅｅ G

illian E. M
etzger, Ｆｏｒｅʷｏｒｄ：　₁₉₃₀ｓ　ʀｅｄｕｘ：　Ｔʰｅ　Ａ

ｄⅿ
ｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　Ｓｔａｔｅ　ｕｎｄｅｒ　Ｓｉｅɡｅ, 131 h

arv. L. r
ev. 1, 89 -90 

（2017

）. 

な
お
、
独
立
行
政
委
員
会
の
合
憲
性
に
関
し
て
、
誠
実
執
行
条
項
に
お
け
る
執
行
適
格
要
請
を
分
析
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
駒
村
・
前
掲
注

（
₂₃
）
参
照
。

（
₉₁
）  M

etzger, ｓｕｐｒａ note 90, at 82.

（
₉₂
）  

ケ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
第
三
章
で
も
み
た
よ
う
に
、
大
統
領
主
導
の
集
権
的
な
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
は
、
官
僚
機
構
の
非

合
理
性
や
硬
直
性
を
刷
新
す
る
た
め
の
文
脈
で
主
張
さ
れ
て
き
た
。Ｓｅｅ Cass R. Sunstein, Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａˡｉｓⅿ

　ａｆｔｅｒ　ｔʰｅ　ɴ
ｅʷ　Ｄ

ｅａˡ, 101 
h

arv. L. r
ev. 421 

（1987

） （
利
益
集
団
と
癒
着
し
た
官
僚
機
構
の
党
派
性
を
統
制
す
る
た
め
に
は
、
議
会
や
大
統
領
か
ら
の
民
主
的
な
行
政

統
制
が
必
要
に
な
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
）. 

こ
の
点
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
大
統
領
と
官
僚
集
団
と
の
抑
制
均
衡
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

官
僚
機
構
の
非
合
理
性
や
党
派
性
を
制
約
す
る
た
め
に
民
主
的
な
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
ケ
ー
ガ
ン
や
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
と
は
異
な
り
、
行
政
管
理
の
集
権
化
が
、
官
僚
機
構
の
民
営
化
と
結
び
付
い
て
い
た

こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
末
尾
で
も
指
摘
し
た
「
民
営
化
と
官
僚
制
」
と
い
う
論
点
に
繫
が
る
。Ｓｅｅ Jon D. M

ichaels, 
Ｐｒｉｖａｔｉｚａｔｉｏｎ

’ｓ　Ｐｒｏɡｅｎｙ, 101 G
eo. L. J. 1023 （2013

）.
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（
₉₃
）  m

ich
aeLs, c

o
n

stitu
tio

n
aL c

o
u

p, ｓｕｐｒａ note 53, at 60.

メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
本
質
的
要
素
と
し
て
は
、
①
競
争
採
用
試
験
、
②
政

治
的
動
機
に
基
づ
く
解
任
か
ら
の
保
護
（
職
業
公
務
員
の
在
任
保
障
）、
③
そ
れ
に
伴
う
行
政
機
構
の
専
門
組
織
化
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、

前
掲
注
（
₇₉
）。

佐
藤　

太
樹
（
さ
と
う
　
た
い
き
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
憲
法
課
調
査
員
（
非
常
勤
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
全
国
憲
法
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　
な
し


